
船傭

契約

於

る

一
部
不
積
の
補
充

村

田

治

美



傭船契約に於ける一部不績の補充

第
一
章

イb王

は

し

き

商
法
第
七
回
三
条
に
よ
れ
ば
、
全
部
傭
船
契
約
の
傭
船
者
は
運
送
口
聞
の
全
部
を
船
積
し
な
い
時
〔
一
部
不
積
）
で
も
船
長
に
対
し
発
航

の
韓
両
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
一
部
不
積
の
場
合
運
送
人
は
船
腹
を
満
載
し
て
発
航
す
る
た
め
、
他
人
か
ら
補
充
的
に

別
の
運
送
口
聞
を
引
受
け
、
之
を
運
送
す
る
と
と
が
で
き
る
か
？
。
ま
た
活
し
之
を
引
受
け
た
場
合
補
充
運
送
日
間
〈
N
ロ
g
R目
立
ロ
ロ
刷
。
品
・

開
門

ω固定－
E
E
M
M
同
）
の
運
賃
す
な
わ
ち
補
充
運
賃
〈
間
同
ω回
定
時

g
n
Z）
は
運
送
人
の
利
得
と
な
る
か
、
さ
も
な
く
ぼ
本
来
の
傭
船
者
の
利

得
と
な
る
か
？
。
約
言
す
れ
ば
、

「
運
送
人
は
補
充
運
送
品
引
受
権
を
有
す
る
か

7
」
ま
た
若
し
実
際
に
運
送
人
か
補
充
運
送
口
聞
を
引

受
け
た
ゑ
ら
ば
、

「
そ
の
補
充
運
賃
は
誰
の
利
得
と
な
る
か

7
」
、
と
れ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

実
際
回
咋
に
於
て
は
、
傭
船
契
約
の
約
欲
的
で
、

一
部
不
積
の
あ
っ
た
場
合
、
運
送
人
は
補
充
運
送
日
間
引
受
権
を
有
し
、
且
つ
補
充
運

賃
を
利
得
す
る
ζ

と
が
で
き
る
回
目
を
約
定
し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
ク
て
、
そ
れ
故
、
実
際
に
補
充
運
送
日
間
引
受
権
の
有
無
や
、
補
充

運
賃
の
利
得
の
問
題
は
未
だ
お
と
ク
て
い
な
い
。

し
か
し
問
題
と
な
る
の
は
、

と
の
よ
う
友
約
放
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ

る
。
約
放
に
よ
る
特
約
が
な
け
れ
ば
、
問
題
は
海
商
法
の
規
定
に
従
ク
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

品
明
国
で
は
、
舗
充
運
送
ロ
聞
の
引
受
に
ク
い
て
、
判
例
は
未
だ
な
い
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
学
説
は
と
云
へ
ば
、
あ
る
に
は
あ
る
に
し
て

も
、
未
だ
論
争
の
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
。
で
は
我
国
の
学
説
を
参
照
し
よ
う
。

〆目、

一） 

「
運
送
人
に
補
充
運
送
ロ
間
引
受
権
な
し
と
す
る
説
」

（
引
受
権
否
定
説
と
暴
訴
す
る
）

小
町
谷
博
士
の
説
的
で
あ
る
・
博
士
は
、
運
送
人
は
傭
船
者
が
一
部
不
積
の
ま
ま
で
発
航
の
請
求
を
し
た
と
き
は
、
不
積
の
部
分

四

五



四
二
六

に
つ
き
他
の
運
送
回
聞
を
船
積
す
る
を
得
な
い
、
左
さ
れ
る
・
博
士
の
文
一
言
を
引
用
す
れ
ば
「
海
上
運
送
人
は
発
航
義
務
を
負
担
し
て

ゐ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
に
於
て
運
送
口
聞
の
船
積
請
求
権
を
持
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
理
論
的
に
は
、
荷
送
人
が
、
契
約
に
定
め
た
数
量
の

運
送
口
聞
を
船
積
し
な
い
限
り
、
海
上
運
送
人
は
発
航
を
拒
絶
す
る
乙
と
が
出
来
る
理
で
あ
る
。
し
か
し
傭
船
者
は
輸
入
地
の
市
場
の

景
況
、
英
他
取
引
上
の
持
引
に
よ
り
、
若
く
は
超
過
碇
泊
に
よ
る
碇
泊
料
支
払
義
務
の
発
生
を
避
け
る
た
め
、
運
送
口
聞
の
全
部
を
船

積
せ
ざ
る
と
き
に
も
、
船
長
に
対
し
て
、
発
航
の
請
求
を
為
す
乙
と
を
得
る
も
の
と
し
た
卯
」
と
さ
れ
、
そ
れ
故
に
、
傭
船
者
が
発

航
誇
求
権
を
行
使
す
る
の
は
、
決
し
て
契
約
の
一
部
品
口
知
を
す
る
の
で
は
な
い
、
と
論
ぜ
ら
れ
る
。
博
士
に
よ
れ
ば
、
若
し
傭
船
者

の
発
航
請
求
が
傭
船
契
約
の
一
部
告
知
で
あ
る
・
な
ら
ば
、
借
切
っ
た
船
腹
の
う
ち
不
積
の
部
分
の
船
腹
は
告
知
に
よ
っ
て
運
送
人
の

利
用
権
の
下
に
復
帰
す
る
。
従
っ
て
傭
船
者
が
発
航
請
求
を
す
る
な
ら
ば
、
違
法
人
は
不
積
の
部
分
の
船
腹
に
補
充
運
送
口
聞
を
引
受

け
る
と
と
が
出
来
る
理
と
な
る
。
然
し
発
航
誇
求
は
傭
船
契
約
の
一
部
品
口
知
で
は
な
い
か
ら
、
傭
船
者
が
発
航
請
求
を
し
て
も
不
積

の
部
分
の
船
腹
は
依
然
と
し
て
傭
船
者
の
利
用
権
の
下
に
あ
る
。
だ
か
ら
運
送
人
は
不
積
の
部
分
を
補
充
す
る
た
め
、
他
か
ら
補
充

運
送
口
聞
を
受
取
る
と
と
は
で
き
な
い
何
、
と
云
う
の
が
小
町
谷
博
士
の
論
旨
で
あ
る
。
結
局
、
博
士
に
よ
れ
ば
、
傭
船
者
は
発
航
請

求
に
よ
ク
て
自
己
の
も
つ
船
積
権
の
一
部
を
放
棄
す
る
だ
け
で
傭
船
契
約
の
一
部
を
告
知
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
小
川
、
即
一
ラ

一
五
は
ぽ
一
部
放
棄
説
と
も
称
す
べ
き
論
拠
を
以
て
、
運
送
人
は
補
充
運
送
日
間
引
受
権
は
有
し
た
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
一
一
）

「
補
充
運
賃
は
傭
船
者
の
利
得
と
な
る
と
す
る
説
」

（
傭
船
者
利
得
説
と
暮
秘
す
る
〕

次
に
、
補
充
運
賃
に
つ
い
て
、
博
士
は
、
傭
船
者
の
利
得
と
な
る
と
さ
れ
る
。
博
士
に
よ
れ
ば
、
不
積
の
部
分
の
船
腹
も
依
然
と

し
て
傭
船
者
の
利
用
権
の
下
に
あ
る
か
ら
、
運
送
人
が
こ
の
部
分
に
傭
船
者
の
承
諾
な
く
し
て
補
充
運
送
口
聞
を
積
込
ん
で
補
充
運
賃

を
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
運
送
人
の
不
当
利
得
で
あ
る
・
だ
か
ら
、
運
送
人
は
不
当
利
得
し
た
補
充
運
賃
の
額
だ
け
、
傭
始
者
の
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支
払
う
べ
き
約
定
運
賃
の
額
か
ら
、
と
れ
を
差
引
く
と
と
b
E
要
し
、
且
つ
若
し
補
充
運
賃
額
が
後
者
よ
り
多
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の

超
過
額
を
傭
船
者
に
支
払
う
乙
と
を
要
す
る
と
、
大
体
ζ

の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

一
部
放
棄
説
を
論
拠
と
さ
れ
る
小
町
谷
博
士
の
立

場
で
は
、
補
充
運
賃
が
傭
船
者
の
利
得
と
な
る
の
は
理
の
当
然
で
あ
る
。

小
町
谷
博
士
の
右
の
学
説
の
外
に
、
補
充
運
送
日
聞
の
引
受
に
関
す
る
学
説
は
見
当
ら
友
い
刊
。

一
部
不
韓
聞
や
発
航
請
求
だ
け
に
つ
い

て
は
、
相
当
詳
し
い
説
明
が
存
在
し
友
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
本
問
題
の
周
辺
に
止
り
、
よ
く
ι核
心
を
衝
く
も
の
で
な
い
の

で
、
引
用
を
割
愛
す
る
。
と
の
よ
う
危
次
第
で
あ
る
か
ら
、
我
国
で
は
小
町
谷
博
士
の
、
補
充
運
送
口
m引
受
権
否
定
説
及
び
傭
船
者
利

得
説
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
乙
で
若
し
右
の
唯
一
の
学
説
に
従
っ
て
、
我
一
点
の
課
題
に
回
答
を
与
へ
る
な
ら
ば
、
運
送
人
は
一

部
不
積
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
補
充
せ
や
に
発
航
し
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
に
た
る
o

然
し
そ
れ
で
は
同
一
目
的
港
宛
の
物
口
聞
が
別

に
数
多
く
船
積
港
に
集
積
さ
れ
て
い
て
も
、

と
れ
ら
の
物
口
聞
を
船
積
し
運
送
す
る
乙
と
が
出

傭
船
者
の
同
意
が
畑
作
ら
れ
な
い
限
り
、

来
な
く
な
る
。
と
の
よ
う
な
乙
と
は
、
運
送
人
や
傭
船
者
の
利
害
関
係
を
今
一
応
度
外
促
す
る
に
し
て
も
、
国
民
経
済
乃
至
は
国
際
取

引
上
得
策
と
は
申
せ
な
い
。
筆
者
が
補
充
運
送
日
間
の
引
受
の
問
題
を
考
究
す
る
に
歪
ク
た
ヒ
ン

T
は
、
と
の
辺
の
事
情
に
存
す
る
e

筆
者
は
本
稿
の
課
題
に
関
し
て
、
運
送
人
の
補
充
運
送
口
間
引
受
権
を
肯
定
し
旦
つ
補
充
運
賃
は
運
送
人
の
利
得
と
な
る
乙
と
を
論
証

し
て
見
た
い
と
考
へ
る
。
以
下
、
先
づ
め
ぼ
し
い
国
々
に
お
け
る
補
充
運
送
口
聞
の
引
受
に
関
す
る
法
制
や
学
説
を
紹
介
し
、
続
い
て
筆

者
の
結
論
へ
と
論
述
を
進
め
る
で
あ
ろ
う
。

註
（
1
）
例
へ
ば
神
戸
海
道
集
会
所
昭
和
二
年
制
定
昭
和
二
台
年
改
訂
の
運
送
契
約
書
第
七
条
『
船
腹
全
部
を
傭
船
し
た
場
合
の
外
第
一
条
記
載
の
積

高
を
憤
激
し
て
も
猶
余
積
が
あ
る
と
き
は
船
主
又
は
そ
の
代
理
人
は
約
定
貨
物
積
入
の
前
後
を
問
わ
ず
他
の
貨
物
を
筒
入
れ
又
は
船
客
を
載

せ
そ
の
運
賃
を
牧
得
す
る
と
と
が
で
き
る
』

註
（
2
）
小
町
谷
海
商
法
要
義
中
巻
一
、
二
三

O
頁

t
三一一一一一良

四

七



四

J¥ 

註
〔
3
〕
小
町
谷
前
掲
一
二
一
二
頁

註
（
4
）
傭
船
契
約
の
性
質
を
賃
貸
借
契
約
で
は
な
く
請
負
契
約
又
は
之
に
類
似
す
る
契
約
と
解
す
る
立
場
に
ら
っ
て
も
、
借
切
っ
た
凡
賃
借
で
は
な

い
〉
船
腹
に
運
送
品
を
積
載
し
て
運
送
す
る
と
一
五
う
意
味
に
於
て
、
傭
船
者
は
借
切
っ
た
船
腹
に
つ
い
て
船
腹
利
用
権
を
有
す
る
と
考
へ
る

こ
と
が
で
き
る
。

註
（
5
）
小
町
谷
前
掲
一
二
三
一
頁

註
（
6
）
小
町
谷
海
商
法
研
究
一
巻
一
一
二
四
頁
。
命
、
同
三
四
人
頁
で
は
発
航
後
の
傭
船
契
約
の
告
知
を
も
一
部
放
繁
の
如
く
解
せ
ら
れ
る
よ
う
で

あ
る
。

註
（
7
）
片
山
、
海
商
法
通
義
一
五
一
一
良
以
下
・
市
村
、
海
商
法
一
一
四
頁
一
一
以
下
・
西
鳥
海
商
法
要
論
一
七
六
頁
以
下
・
烏
賀
陽
改
訂
海
商
法
論
四

O

O
頁
以
下
・
田
中
（
誠
）
全
訂
海
商
法
提
要
二
人
九
頁
以
下
・
森
、
海
商
法
原
論
一
七
三
頁
以
下

第
二
章

各
国
の
法
制
・
学
説

第
一
節

英

米

法

（
一
）
運
送
人
は
補
充
運
送
口
問
引
受
権
を
有
す
る
。

英
米
法
に
於
て
は
運
送
人
及
び
傭
船
者
は
何
れ
も
、
適
法
に
且
つ
傭
船
目
的
に
合
す
る
よ
う
に
傭
船
契
約
を
履
行
す
る
義
務
を
負

う
m
w
o

と
と
ろ
で
英
米
法
で
は
、
そ
の
契
約
が
違
法
友
も
の
で
な
い
限
り
、
如
何
な
る
事
情
が
発
生
し
よ
う
と
も
契
約
当
事
者
は
契
約

上
の
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
。
例
へ
ば
両
当
事
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
故
が
発
生
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
履
行
不
能

に
な
っ
た
と
し
て
も
、
或
い
は
ま
た
、
そ
の
契
約
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
目
的
が
達
成
不
能
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
契
約
上
の

義
務
は
軽
減
さ
れ
る
と
と
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
免
除
さ
れ
る
と
と
も
あ
り
え
な
い
ゆ
。
と
の
よ
う
な
英
米
法
上
の
契
約
義
務
の
厳
格
性



の
法
理
は
我
国
の
法
学
徒
に
既
に
周
知
な
法
理
で
あ
っ
て
、
今
さ
ら
と
乙
に
説
明
を
要
す
ま
い
。
契
約
義
務
の
厳
格
性
の
法
理
の
下
に

於
て
は
、
傭
給
者
の
船
積
義
務
も
、
た
と
え
如
何
怒
る
事
情
が
あ
ろ
う
と
も
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
や
、
悲
し
履
行
さ
れ
友
い
と
き

は
、
契
約
違
反
と
怒
り
不
履
行
に
上
る
損
害
を
賠
償
し
友
け
れ
ば
友
ら
友
く
な
る
。
だ
か
ら
傭
船
者
が
約
定
の
運
送
品
の
一
一
部
で
も
船

積
し
た
い
’
と
き
に
は
、
契
約
違
反
と
し
て
、
運
送
人
に
対
し
損
害
賠
償
義
務
を
負
ろ
K
至
る

ω
。
乙
の
損
害
賠
償
金
が
所
講

品
。
白
【
同

］
可
。
日
間
『
同
的

で
あ
る
。

と
の
よ
う
な
傭
船
契
約
上
の
義
務
の
厳
格
性
か
ら
一
応
推
論
し
う
る
と
と
は
、
た
と
え
傭
船
者
に
土
る
一
部
不
積
（
契
約
違
反
）
が
あ

つ
で
も
、
そ
の
不
積
は
契
約
の
本
質
的
部
令
に
関
す
る
契
約
違
反
で
は
た
い
か
ら
、
運
送
人
は
契
約
告
知
権
を
取
得
し
な
い
明
。

故
に
借

切
っ
た
船
腹
の
利
用
権
は
依
然
と
し
て
傭
始
者
に
属
し
、
従
ク
て
不
積
の
部
併
の
船
腹
は
傭
船
者
の
利
用
権
の
下
に
あ
る
と
一
式
ろ
と
と

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
運
送
人
が
不
積
の
部
併
を
他
の
運
送
口
聞
で
補
充
す
る
乙
と
は
傭
船
者
の
船
腹
利
用
権
の
侵
害
で
あ
り
、
契
約
違
反

で
あ
る
と
み
ら
れ
、
そ
れ
故
に
運
送
人
に
は
補
充
運
送
品
引
受
権
が
た
い
よ
う
に
、

一
応
は
推
論
さ
れ
る
。
し
か
し
、
乙
の
推
論
は
当

傭船契約に於ける一部不積の補充

ら
な
い
。
英
米
法
で
は
、
次
に
述
べ
る
運
送
人
の
損
害
軽
減
義
務
に
基
い
て
、
運
送
人
に
は
補
充
運
送
口
問
引
受
権
が
あ
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
契
約
違
反
に
上
る
被
害
当
事
者
は
損
害
軽
減
義
務
（
口
三
可

S
B
E問
白
件
。

ロ
曲
目
ω同一
O
m
）
即
ち
被
害
当
事
者
は
合
理
的
に

行
動
し
て
損
害
を
軽
減
し
友
け
れ
ば
た
ら
も
ι
い
義
務
を
負
う
例
。
換
言
す
れ
ば
被
害
当
事
者
は
、
そ
の
事
情
の
下
に
於
て
通
常
人
が
損

害
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
行
う
で
あ
ろ
う
全
て
の
行
為
を
な
す
義
務
を
負
う
。
と
の
よ
う
な
被
害
当
事
者
の
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
を

傭
船
契
約
に
於
け
る
運
送
口
聞
の
不
積
に
適
用
す
れ
ば
、
運
送
人
は
不
積
と
一
式
う
傭
船
契
約
違
反
の
被
害
当
事
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
受

け
た
損
害
即
ち
不
積
に
主
っ
て
受
領
し
え
な
く
ゑ
ク
た
運
賃
額
（
名
目
的
損
害
）
の
賠
償
を
誇
求
し
う
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
際
運
送
人
は

不
積
に
よ
ク
て
生
や
る
損
害
を
合
理
的
に
軽
減
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
義
務
仰
を
負
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
い
ク
た
い
、
運
送

四

九



四。

人
が
「
不
積
に
よ
っ
て
生
や
る
損
害
を
合
理
的
に
軽
減
す
る
た
め
に
な
す
べ
き
行
動
」
止
は
如
何
友
る
行
動
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え

る
な
ら
ば
、
運
送
人
が
被
害
当
事
者
と
し
て
損
害
軽
減
の
た
め
如
何
年
仏
る
行
動
を
と
っ
＋
ん
な
ら
ば
、
そ
の
損
害
軽
減
義
務
を
完
全
に
呆

し
た
と
見
る
乙
と
を
う
る
か

7
。

出
血

5
2
〈
・
開
《
山
田
g
a
ω
（

HEU）
及
び
切
円
由
民

o
E
ぐ・

42Z曲目
ω
（

H∞
寸
日
）
の
両
事
件
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
運
送
人
が
当
設
船
舶

を
他
の
運
送
に
代
用
す
る
と
と
を
以
て
、
損
害
を
軽
減
す
る
に
相
当
た
行
動
だ
と
見
て
い
る
例
。

ス
ク
ラ
ッ

T
Y
は
之
を
更
に
詳
説
し

て
、
今
日
で
は
確
か
に
次
の
如
く
云
う
乙
と
が
で
き
る
と
前
置
し
乍
ら
、
運
送
人
が
当
該
船
舶
を
本
来
の
傭
船
期
間
正
同
一
の
期
間
だ

け
他
に
使
用
す
る
行
動
が
損
害
を
軽
減
す
る
に
相
当
た
行
動
だ
、
’
t
説
明
す
る
向
。
カ
1
パ
ー
も
亦
、
傭
船
者
が
約
定
運
送
口
問
の
不
積

を
通
知
し
て
来
た
な
ら
ば
、
運
送
人
は
損
害
を
軽
減
す
ペ
く
合
理
的
行
動
を
と
る
た
め
不
積
の
物
口
聞
に
代
え
て
他
の
物
口
聞
を
引
受
け
運

送
す
る
と
と
が
相
当
だ
、
と
論
宇
る
仰
。

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、

領
空
口
軽
減
が
運
送
人
の
義
務
だ
・
と
し
て
も
、

当
該
船
舶
を
他
に
使
用
す
る
と
と
即
ち
補
充
運
送
品

（

E
H
U
ω
吾
ロ
件
。
品
口
白
石
。
）
の
引
受
を
真
正
ゑ
義
務
〔
狭
義
の
義
務
）
と
解
す
る
の
は
妥
当
で
友
い
。
惟
ふ
に
損
害
軽
減
義
務
は
そ
の
義
務

内
容
を
そ
の
圭
ま
必
十
実
現
す
べ
き
義
務
で
は
た
い
。
即
ち
直
按
且
ク
強
制
可
能
な
義
務
で
は
も
ι
ぃ
。
終
極
的
に
義
務
内
容
を
履
行
し

た
と
同
一
の
効
果
を
実
現
す
る
義
務
で
あ
る
。
被
害
当
事
者
が
損
害
軽
減
義
務
を
負
う
と
し
て
も
、
彼
が
損
害
軽
減
の
た
め
相
当
且
つ

合
理
的
念
行
動
を
行
う
か
否
か
は
彼
の
自
由
で
あ
る
。
た
だ
被
害
当
事
者
は
常
に
義
務
た
る
損
害
軽
減
の
行
動
を
行
っ
た
も
の
’
と
し
て

取
扱
わ
れ
、
そ
れ
故
、
軽
減
す
べ
き
で
あ
っ
た
損
害
の
額
だ
け
が
彼
の
負
担
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
と
れ
を
賠
償
額
の
方
面
か
ら
一
云
へ

ぽ
被
害
当
事
者
が
損
害
続
減
義
務
を
負
う
場
合
、
彼
は
所
謂
名
目
的
損
害
の
賠
償
を
受
け
る
と
と
は
出
来
や
、
軽
減
す
べ
き
で
あ
っ
た

損
害
の
額
だ
け
控
除
し
た
、
所
謂
実
質
的
領
害
の
賠
償
を
受
け
る
と
と
が
出
来
る
に
止
る
。
と
の
上
ろ
友
次
第
で
あ
る
か
ら
、
運
送
人



傭船輔号に於ける一部不積の補充

は
損
害
軽
減
義
務
を
台
、
ろ
け
れ

H

ど
も
、
真
正
友
る
意
味
の
補
充
運
送
口
聞
の
引
受
義
務
を
負
う
も
の
で
は
友
い
。
た
だ
運
送
人
の
補
充
運

送
口
附
引
受
が
損
害
軽
減
の
た
め
相
当
旦
つ
合
理
的
宏
行
動
だ
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
彼
が
た
と
い
補
充
運
送
目
聞
を
引
受
け
左
か
っ

た
と
し
て
も
、
引
受
け
た
も
の
と
し
て
取
扱
は
れ
、
従
っ
て
補
充
運
賃
の
支
払
を
受
け
た
も
の
と
し
て
取
扱
は
れ
、
補
充
運
賃
の
額
だ

け
損
害
が
軽
減
さ
れ
た
も
の
止
見
倣
さ
れ
る
。
す
た
わ
ち
運
送
人
が
損
害
軽
減
義
務
を
品
川
ろ
場
合
、
彼
が
傭
船
者
か
ら
分
旦
守
色
間
宮

と
し
て
支
払
を
受
け
う
る
績
は
左
式
の
通
り
で
あ
る
。

今
回
ι
片
丘
四
Z
H
M
m
潟
丞
茄
耐
強
H
A山
田
E
d
濫
嚇
掛
凪
l
益
減
脳
同
州
掛
瑚

と
の
よ
う
に
し
て
、
補
充
運
送
品
の
引
受
は
、
運
送
人
が
損
害
軽
減
義
務
を
負
う
場
合
、
彼
の
権
利
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
真
正
の
義

務
で
は
・
な
い
。
例
を
与
げ
て
附
言
し
よ
う
。

4
g
m
oロ
〈
・
出
回

n
E
2
3寸
）
事
件
刊
。
船
長
は
約
定
の
如
く
、
パ
ヲ
セ
イ
ジ
港
K
到
着
し
船
積
準
備
を
完
了
し
た
。
と
と
ろ
が
同
港

ラ

44A

所
在
の
傭
船
者
の
代
理
店
は
約
定
の
運
送
口
問
（
米
）
を
集
侍
し
て
い
な
い
の
で
、
同
港
で
の
運
送
口
聞
の
引
渡
を
拒
絶
し
、
そ
の
代
り
に

ラ

4
ス

補
充
運
送
と
し
て
、

7
γ
グ

1
γ
港
か
ら
米
を
運
送
す
る
か
、
或
は
マ
ウ
ル
J
P

イ
γ
港
か
ら
木
材
を
運
送
す
る
か
、
或
は
マ
下
一
ブ
ス
港

か
ら
木
材
を
運
送
す
る
か
、
三
つ
の
う
ち
何
れ
か
一
つ
を
行
う
土
う

K
、
補
充
運
送
の
契
約
を
申
込
ん
だ
。
し
か
し
船
長
は
申
込
を
拒

絶
し
て
、
本
来
の
傭
船
契
約
を
実
行
す
る
た
め
一
約
定
の
船
積
期
間
中
パ
ヲ
セ
イ

γ
港
に
碇
船
し
て
い
た
。
と
の
よ
う
な
事
案
に
対
し
、

裁
判
所
は
運
送
人
の
損
害
軽
減
義
務
を
認
め
、
運
送
人
は
申
込
ま
れ
た
三
つ
の
う
ち
何
れ
か
一
つ
の
補
充
運
送
を
行
ろ
か
、
さ
も
友
く

ば
、
そ
れ
に
土
っ
て
得
べ
き
で
あ
っ
党
補
充
運
賃
の
瀬
だ
け
損
害
が
軽
減
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
扱
は
れ
る
と
と
に
甘
ん
じ
た
け
れ
ば

友
ら
ね
と
判
示
し
た
。

ま
た
、
回
目
。
n
F
4
・
n
o
g－
。
式
会
∞
臼
∞
）
事
件
伊
。
傭
船
者
が
運
送
口
聞
の
引
渡
を
怠
っ
て
い
る
の
で
、
船
長
は
船
積
を
待
受
け
る
た

四



四

め
船
舶
を
碇
泊
せ
し
め
て
い
た
。
と
と
ろ
が
、
約
定
の
船
積
期
間
中
に
他
人
か
ら
補
充
運
送
の
申
込
を
受
け
た
。
裁
判
所
は
と
の
相
場
合

未
だ
船
積
期
間
中
で
あ
旬
而
か
も
傭
船
考
の
船
積
し
左
い
と
’
と
が
確
定
し
て
い
友
い
か
ら
、
運
送
人
に
対
し
補
充
運
送
を
行
い
以
て
損

生
ロ
を
軽
減
す
ぺ
〈
要
求
す
る
の
は
相
当
で
も
ι
い
と
判
じ
た
。
惟
う
に
、
と
の
場
合
、
傭
船
者
の
運
送
口
問
引
渡
の
幌
怠
は
あ
っ
て
も
不
積

の
通
知
叉
は
引
渡
の
拒
絶
は
未
だ
注
さ
れ
て
い
た
い
か
ら
、
船
長
は
約
定
の
船
積
期
間
中
船
積
を
待
受
け
る
義
務
を
負
う
て
い
る
と
見

る
ベ
〈
、
従
っ
て
運
送
人
が
船
積
期
間
の
満
了
前
に
別

κ補
充
運
送
口
聞
を
引
受
け
る
と
と
は
、
却
っ
て
傭
船
契
約
違
反
と
友
る
の
で
あ

る。
以
上
の
如
く
に
し
て
、
禁
法
で
は
運
送
人
の
補
充
運
送
品
引
受
格
仰
は
損
害
軽
減
義
務
の
故
に
肯
認
さ
れ
て
い
る
と
と
が
判
明
し

た
。
街
、

一
一
言
す
る
に
英
米
法
で
は
傭
船
者
の
全
部
不
積
と
一
部
不
積
を
区
別
せ
や
、
す
べ
て
と
れ
ら
を
契
約
違
反
と
し
て
構
成
す
る

か
ら
、
全
部
不
積
の
際
の
船
舶
代
用
の
法
理
は
一
部
不
積
忙
も
問
様
に
当
て
は
生
る
。
た
だ
一
部
不
積
で
は
不
積
の
部
八
刀
の
船
腹
の
代

用
に
限
定
さ
れ
る
点
が
異
る
だ
け
で
あ
る
。

詮
〔
1
）
拙
一
楠
経
営
と
経
済
第
五
六
巻
三
六
三
頁
参
照

註
（
2
）
守
屋
英
米
契
約
法
概
説
一
二
四
頁

註
（
3
）印
n
Z
E
E－
d
r
o
n。E
E
2
。『

K
F
R
E－－
B
O
Z
田
空
間
》
一
目
a
E
C
E
2
2
E
Z
E
S仏
国
－
－
－
。
『
戸
包
百
四
己
主
叶
）
切
〉
Z
F
同日夕噌－

ME身

Z
Z
F
O
E
S－
k
r
q
o
E
E
O同

p
o
旨
2
0
Z
Z
印
区
宅
E四

2
2
c
・H

U

・8M14uquu
』

FF。同
f

〉

叶

Z
E
m
o
a
p
o
E
d司
宮

2
0
E昆

印
庄
司
朗
自
白

m
B
R
E
0
8
H了
可
品
日
本
一
司
3
5
E
E
P問
。
。
『
問
。
。
含

S
3
2
8
8
・
可
・
ロ
N
・

註
（
4
）
拙
稿
経
営
と
経
済
前
掲
参
照
。
通
常
の
骨
a
A
Z有
Z
は
具
体
的
ケ
1
ス
に
於
け
る
説
送
人
の
蒙
っ
た
所
謂
実
蛍
的
損
害
額
（
名
目
的

損
害
額
で
な
い
）
で
る
る
が
、
特
に
予
め
契
約
で
契
約
違
反
の
場
合
の
損
害
賠
償
額
を
約
定
し
て
お
く
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
約
定
の
賠
償
額

を

m
ご
話
品
骨
包

P
E開
｝
凶
作
と
呼
ぶ
。
筒
、

C耳
dB♂
k
p
z
g
z旬。

o
a
p
o
F
E司
刊
の
】
毘
百
四
同
O
F
0
0
2
2
m開
。
え
の
。
o
e
r『
品
。
ぇ

ssv

ra－
吋
広
・
参
照
。



傭船契約に於ける一部不績の補充

註
〔
5
）
回
中
（
和
）
英
米
契
約
法
三
一
四
頁
。
筒
、
守
屋
前
掲
一

O
六
頁
以
下
は
契
約
の
条
件
に
違
反
が
あ
る
と
き
解
除
権
が
発
生
す
る
と
さ
れ
る
。

註
（
6
）
印
。
E
耳

C
P
M
Z
L－
HM－
g
a・見
E
O
N
U
〉
rro＝・

5
5
H
J
会
曲
目
。

zzp
守
五
印
。
且
・

3
3
M
v
a
s－
笠
品
・
句
－

HMM
－
問
中
（
和
）
前
掲

二
四
二
頁
以
下
、
守
屋
前
掲
一

O
二
頁
以
下
。

話
（
7
v
h
p
Z
E
n
p
g広
司
・
ぉ
日
・
1
4『
戸
別

S
F
E
o
r師
会
出

m
d

註
（
B
）
印
。
2
2
0♂

g
s－
MM－
u
ミ
・
本
文
の
両
事
件
は
一
部
不
積
で
は
な
く
、
全
部
不
積
の
場
合
で
あ
る
が
、
英
米
法
で
は
一
部
不
積
、
全
部
不
積

の
別
を
と
わ
ず
、
す
べ
て
契
約
違
反
と
し
て
構
成
さ
れ
る
か
ら
、
全
部
不
債
の
場
合
の
当
時
間
船
舶
代
用
の
法
理
は
、
一
部
不
積
に
そ
の
ま
ま

適
用
さ
れ
る
。
た
だ
後
者
で
は
不
積
の
部
分
の
船
腹
の
代
用
に
限
定
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
備
本
文
で
後
述
。

註
（
S
）
m
O
E
m
s－
F
E・
MM・
8
4・

註
（
刊
）

P
2
2・
豆
島
・
由
主
・
叶
E
－
H
u
g
s
a
4・。。
E
F
3
2由主
y
u
M
Y
H－
η
－
HU－
N
a－
の
判
決
に
於
て
、
裁
判
所
は
、
外
国
の
港
に
於
て

傭
船
者
が
船
積
し
な
か
っ
た
と
き
船
長
は
別
の
四
月
送
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
持
つ
、
〉
」
判
示
し
た
。
し
か
し
、
間
判
決
が
外
国
の
港
と
断

っ
て
い
る
の
は
船
長
の
代
理
権
に
著
目
し
た
か
ら
で
あ
り
、
本
人
た
る
運
送
人
と
し
て
は
一
般
に
国
内
及
び
外
国
の
港
の
何
れ
を
と
わ
ず
．

右
の
場
合
、
補
充
崖
送
口
同
引
受
権
を
持
つ
と
と
に
変
り
は
な
い
。

註
（
n
v
P
2
0司、守正・

2
0
F
吋

E
1
4
4
M
Z
S
F
国
z
r師
会

MWS）－
N
a
F・
？
同
M
－
M品同・

註
（
立
）

p
g
R
E
p
r
o
F
2
f
i口
百
g
r
F
F
E
E
（戸市出国）
L
N
Z
B－
MV・
C
－
H
q
p

』

M・
M
M
r

註
（
U
）
HMaロ
0・Z
E－
HV－
HMM
で
は
補
充
運
送
口
聞
の
引
受
の
た
め
運
送
人
は
相
当
旦
つ
必
要
な
期
間
だ
け
発
航
を
遅
ら
せ
る
特
権
を
持
つ
、
と
指
摘

す
る
。

（
二
）
補
充
運
賃
は
傭
給
者
の
利
得
と
な
る
。

次
に
、
運
送
人
が
補
充
運
送
品
を
引
受
け
て
補
充
運
賃
の
支
払
を
受
け
た
場
合
、
補
充
運
賃
は
い
っ
た
い
議
の
利
得
と
な
る
か
。
そ

も
そ
も
運
送
人
は
傭
船
者
の
不
積
に
対
し
契
約
違
反
と
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
う
る
が
、
そ
の
場
合
運
送
人
は
損
害
軽
減
義
務
を
負

ぃ
、
損
害
軽
減
の
た
め
の
相
当
且
つ
合
理
的
な
行
動
と
し
て
補
充
運
送
ロ
聞
を
引
受
け
る
と
と
を
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
の
場
合
の
補

充
運
賃
は
一
応
運
送
人
の
手
に
支
払
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
結
局
の
利
得
は
傭
船
者
の
手
に
帰
さ
ね
ば
ゑ
ら
な
い
。
乙
の
論
理
は
損
害
経

四
三
＝
一



四
＝
一
四

減
義
務
の
法
理
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
の
清
算
手
続
と
し
て
は
、
全
部
不
積
の
場
合
は
「
当
該
傭
給
契
約
の
完
全
志
履
行

に
工
っ
て
獲
得
す
る
と
と
を
う
ぺ
き
運
賃
額
」
よ
り
、

「
不
積
の
部
分
の
船
腹
を
他
に
使
用
し
、
他
の
運
送
品
を
運
送
す
る
と
と
に
よ

っ
て
獲
得
す
る
と
と
を
得
ベ
き
叉
は
得
た
利
得
」
を
控
除
し
た
額
す
な
わ
ち
品

E
島
町
。
仲
間
宮
が
、
傭
給
者
よ
り
運
送
人
に
支
払
わ
れ

る
と
と
に
な
る
白
。

と
乙
ろ
で
一
部
不
積
の
場
合
は
と
の
支
払
額
の
中
に
ニ
ク
の
性
質
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。

一
つ
は
傭
船
契
約
の
履

行
に
対
す
る
報
酬
即
ち
通
常
の
意
味
の
運
賃

（
傭
船
料
）

で
あ
り
、
他
は
品

E
品
剛
志
仲
間
宮

で
あ
る
。
実
際
の
清
算
手
続
で
は
両
者
は

一
揖
し
て
支
払
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
観
念
上
は
両
者
は
全
然
加
の
も
の
で
あ
る
。
全
部
不
積
の
場
合
は
前
者
即
ち
通
常
の
意
味
の
運
賃

（
傭
船
桝
）

の
部
今
一
は
友
〈
怒
り
、
支
払
額
の
金
額
が

品。
E
H
S
F間
宮
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
ア
ボ
ッ

T
に
従
ク
て
事
例
を
示
そ
う
。

笠
宮
岡
崎
O
『

P
4・
F
U
邑－
2
8
0）
事
件
に
於
て
「
傭
船
者
（
被
告
）
は
運
送
人
（
原
告
）

の
船
舶
を
チ
ャ
ー
タ
ー
し
て
、
ヂ
ヤ
ク
ソ
ン
港

を
出
帆
の
う
え
ニ
ュ
ー
ヲ
ラ
シ

F
の
莱
港
に
到
町
一
往
航
貨
物
を
陸
揚
し
、
而
る
後
、
同
港
所
在
の
傭
船
者
の
代
理
店
が
入
港
通
知
受
領
の

後
二
週
間
内
に
運
送
口
聞
を
積
込
む
か
否
か
を
決
定
す
る
か
ら
、
そ
の
決
定
を
待
ち
、
若
し
船
積
し
た
い
と
と
に
決
定
す
れ
ば
チ
ャ

l
p

ー
は
終
了
し
、
ま
た
船
積
す
る
と
と
に
決
定
す
れ
ば
運
送
人
は
運
送
口
聞
を
引
受
け
て
ヂ
ヤ
タ
ゾ
シ
港
に
帰
航
す
る
。
傭
船
料
は
五
百
ポ

γ
下
と
約
定
し
た
」
と
と
ろ
、
事
実
は
、

ニュ

1
ジ
ラ

γ
F
の
某
港
に
於
て
運
送
人
は
右
代
理
店
を
発
見
し
え
や
、
た
め
に
約
定
の
二

週
間
待
受
け
の
た
め
碇
船
し
て
い
た
が
、
遂
に
底
荷
の
ま
ま
で
、
パ
グ
ピ
ヤ
ま
で
航
行
し
、
パ
グ
ピ
ヤ
か
ら
ジ
ヤ
ク
ソ

γ
港
ま
で
他
の

運
送
口
聞
を
運
送
し
た
。
後
者
の
運
賃
即
ち
補
充
運
賃
の
額
は
、
前
記
約
定
の
傭
船
料
五
百
ポ

γ
F
よ
り
、
は
る
か
に
多
額
で
あ
っ
た
。

と
の
工
う
た
事
実
に
於
て
、
運
送
人
は
前
記
約
定
の
傭
船
料
五
百
ポ
シ

F
を
《
常
国
内
回
同
門
巳
間
宮
即
ち
実
質
的
損
害
賠
償
金
と
し
て
訴
求

し
た
が
、
民
訴
裁
判
所
（
円
。
口
同
件
。
内
向
。
g
g
o国
E
E
C
は
運
送
人
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
理
由
は
、
「
若
し
傭
船
者
が
某
港
に
代
理

店
を
有
し
、
代
理
店
を
通
じ
て
契
約
を
履
行
し
、
従
ク
て
運
送
が
完
成
し
た
た
ら
ぽ
傭
船
者
は
約
定
の
傭
船
料
五
百
ポ

γ
F
を
支
払
う



傭船鱒可に於ける一部不積の補充

と
と
に
よ
り
免
責
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
傭
船
者
が
契
約
に
違
反
し
、
た
め
に
運
送
は
行
わ
れ
た
か
っ
た
か
ら
、
傭
船
者
は

運
送
人
が
蒙
っ
た
所
謂
実
質
的
損
害
額
を
賠
償
す
ぺ
〈
且
づ
す
れ
ば
足
り
る
。
し
か
し
運
送
人
口
傭
充
運
送
品
を
引
受
け
、
名
目
的
損

害
額

以
上
に
利
得
し
て
い
る
か
ら
、
差
引
き
結
局
、
運
送
a
p
は
傭
船
者
の
契
約
違
反
に
よ
り
何
ら
実
質

（
約
定
の
傭
船
料
五
百
ポ
ン
ド
）

的
損
害
を
蒙
っ
て
い
な
い
」
と
判
示
し
、
右
の
よ
う
に
損
害
賠
償
の
請
求
を
棄
却
し
た
の
で
あ
る
め
。

後
者
の
事
件
に
つ
き
附
言
す
る
に
、
運
送
人
の
得
た
補
充
運
賃
が
、
本
来
の
傭
船
料

〔
契
約
違
反
に
よ
っ
て
名
目
的
問
調
書
額
と
な
る
）

よ

り
多
額
で
あ
っ
た
た
め
、
実
質
的
損
害
額
は
ゼ
ロ
と
云
う
よ
り
、
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
運
送
人
は
損
害
を
受
け
て
い

な
い
。

品
。
包
尽
忠
何
回
回
悼
の
支
払
を
受
け
得
友
い
所
以
で
あ
る
。
向
若
し
、
本
件
の
場
合
傭
船
者
が
補
充
運
賃
幅
削
の
う
ち
名
目
的
損
害

額
mw
を
超
え
る
額
に
ク
き
訴
求
し
た
と
し
て
も
、

と
の
差
額
の
請
求
は
認
容
さ
れ
友
い
。
蓋
し
傭
船
者
が
補
充
運
賃
を
利
得
す
る
と
云

つ
で
も
、
そ
れ
は
運
送
人
の
損
害
軽
減
義
務
に
基
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
名
目
的
損
害
額
の
限
度
内
に
於
て
利
得
し
う
る
に
す
ぎ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
上
う
に
し
て
、
補
充
運
賃
は
名
目
的
損
害
額
の
限
度
内
に
於
て
傭
船
者
の
利
得
と
ゑ
る
と
と
を
知
り
え
た
。

我
K

は
第
一
項
に
於
て
、
英
米
法
上
、
運
送
人
は
補
充
運
送
口
間
引
受
権
を
有
し
、
第
二
項
に
於
て
補
充
運
賃
は
名
目
的
損
害
額
の
範

囲
内
に
於
て
傭
船
者
の
利
得
と
友
る
乙
と
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
之
に
つ
い
て
は
マ
ル
チ
シ
（
富
民
江
口
）
が
疑
問
を
提
出
し
て
い

る
o

マ
ル
チ

γ
は

ω
g
＝H

M

4

・
出
n
o
E
2
2
g
ω
）
事
件
に
於
て
、
傭
船
者
の
一
船
積
義
務
の
不
履
行
の
た
め
、
運
送
人
が
当
該
船
舶
を

他
に
使
屑
し
た
か
又
は
他
に
使
用
し
た
で
あ
ろ
う
ゑ
ら
ぼ
、
補
充
運
賃
を
得
た
か
叉
は
得
た
で
あ
ろ
う
と
と
を
、
運
送
人
が
承
認
し
な

け
れ
ば
ゑ
ら
ぬ
と
云
う
の
は
、
疑
わ
し
い
と
述
べ
る
。

ス
ク
ラ
ッ

f
γ
は
マ
ル
チ

γ
の
疑
問
に
対
し
例
を
挙
げ
て
反
援
問
を
加
え
る
。

「
例
え
ば
傭
船
料
一
千
ボ

γ
F
の
傭
船
契
約
に
於
て
、
傭
船
者
が
運
送
品
を
全
然
船
積
し
一
な
か
っ
た
と
し
よ
う
。
時
恰
も
運
賃
市
況
が

好
況
を
一
示
し
、
運
送
人
に
於
て
当
該
船
舶
を
当
該
傭
船
期
間
だ
け
他
に
使
用
し
補
充
運
賃
一
千
二
百
ポ

γ
ず
を
獲
得
し
う
る
充
分
の
可

四
三
五



四

」ー
ノ、

能
性
を
有
す
る
な
ら
ば
、
運
送
人
の
損
害
は
単
に
名
目
的
損
害
こ
千
ポ
ン
ド
〕
で
し
か
な
く
、
結
局
の
と
と
ろ
実
質
的
損
害
は
皆
無
だ

と
す
る
の
が
、
当
然
で
は
な
い
か
」
と
。
筆
者
の
見
る
と
と
ろ
で
は
、
マ
ル
チ
シ
は
、
運
送
人
の
補
充
運
送
口
聞
の
引
受
を
損
害
軽
減
義

務
の
履
行
の
た
め
の
一
相
当
旦
つ
合
理
的
行
動
と
見
る
と
と
に
、
疑
問
を
も
つ
の
で
あ
り
、
運
送
人
の
損
害
経
減
義
務
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

ス
ク
ラ
？
？

γ
の
反
撲
は
的
中
し
て
い
汝
い
。
マ
ル
チ

γ
の
疑
問
は
少
数
意
見
で
あ
る
と
共
に
本
稿
の
課
題
の

範
囲
外
に
あ
る
疑
問
で
あ
り
、
、
ひ
ろ
く
損
害
軽
減
の
た
め
の
相
当
且
ク
合
理
的
行
動
と
は
何
か
の
疑
問
で
あ
る
の
で
、
と
と
で
は
右

の
疑
問
を
指
摘
す
る
程
度
に
止
め
る
。

斯
様
に
し
て
、
、
と
に
か
く
英
米
法
で
は
損
害
軽
減
義
務
の
法
理
を
根
拠
と
し
て
運
送
人
に
補
充
運
送
品
引
受
権
を
与
え
る
が
、
日
本

法
や

F
イ
ツ
法
等
で
は
品
。

E
E阿
古
の
制
度
即
ち
所
謂
実
質
的
損
害
賠
償
の
制
度
を
採
用
せ
や
、
却
っ
て
空
荷
運
賃
制
度
即
ち
法
定

賠
償
額
の
制
度
を
採
用
し
て
い
る
か
ら
、
英
米
法
と
同
じ
根
拠
で
運
送
人
の
補
充
運
送
口
開
引
受
権
を
肯
定
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

註
（
1
）
印
白
星
。
♂
仔
広
・
】
J
g
A
r
u
b叶U

』
r
r。
F
F
E－
H
J

品
目
品
・
ま
た
の
見
詰
3
F
E－
m
o
n
F
叶
同
日
は
補
充
崎
町
賃
額
は
連
送
人
が
蒙
っ
た
名
目
的

損
害
額
か
ら
控
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
若
し
本
来
の
傭
船
契
約
に
よ
っ
て
う
べ
き
傭
船
料
が
補
充
鰭
賃
と
同
額
に
な
れ
ば
、

運
送
人
の
損
害
は
名
目
的
損
害
に
止
り
、
実
質
的
損
害
は
な
い
こ
と
に
な
る
と
説
明
す
る
。
し
か
し
全
部
不
積
の
場
合
は
主
と
し
て
約
定
の

傭
船
棋
だ
け
が
名
目
的
損
害
と
な
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
一
部
不
積
の
場
合
に
は
積
換
料
、
医
荷
積
込
斜
等
本
名
目
的
損
害
額
と
な
る
こ

〉
」
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
再
開
、
本
項
の
註
（
3
）
を
参
照
。

註
（
2
）
』
r
F
O
E
－－
zpHι
・念品

l
g
S
F
Z
F
F
C＆
〈
同
四
日
s
r
4
国

E
P
H
S・

註
（
3
）
名
目
的
損
害
額
と
し
て
は
運
送
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
約
定
の
傭
船
料
が
犬
部
分
を
な
す
’
も
の
で
は
あ
る
が
、

そ
の
外
超
過
碇
泊
の
場
合
の
碇
泊
斜
、
一
部
不
積
の
場
合
の
積
換
料
、
底
荷
積
込
料
等
の
損
害
也
、
こ
れ
に
属
す
る
。

註
（
4
）

W
E
E－
HE・
岡
山
獣
吋
・



傭船契約に於ける一部不積の補充

第
二
節

ア
ラ

y
ス
法
及
び
ベ

Y
ギ

l
法
川

ブ
ラ
シ
ス
商
法
及
び
ベ
ル
ギ
ー
商
法
に
お
い
て
は
明
文
を
以
て
、
油
田
充
運
送
口
開
引
受
権
及
び
補
充
運
賃
の
問
題
を
解
決
し
て
い
る
。

而
し
て
両
者
の
条
文
は
内
容
的
に
大
差
が
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
フ
ラ
ン
ス
海
商
法
の
そ
れ
だ
け
を
紹
介
す
る
。

（
一
〉
運
送
人
は
補
充
運
送
口
間
引
受
権
を
有
し
た
い
。

仏
商
法
第
二
八
七
条
第
一
項
「
全
部
傭
船
ノ
場
合
一
二
傭
般
者
ガ
運
送
日
間
／
全
部
ヲ
船
積
シ
ナ
イ

T
キ

f
雄
そ
船
長
ハ
傭
船
者
／
承
諾

ナ
F
V
デ
他
ノ
運
送
口
問
ヲ
船
積
ス
ル
コ

T
ヲ
得
ナ
イ
」
と
。
す
た
わ
ち
、
本
条
第
一
項
は
、
全
部
傭
船
契
約
の
場
合
傭
船
者
が
約
定
選

送
ロ
聞
の
一
部
を
船
積
し
た
だ
け
で
、
残
余
の
船
積
を
拒
絶
し
と
き
と
雄
も
、
運
送
人
は
他
人
か
ら
補
充
運
送
ロ
聞
を
引
受
け
る
乙
と
が
出

来
な
い
と
、
定
め
る
o

法
文
で
は
全
部
傭
船
契
約
に
ク
い
て
だ
け
定
め
る
が
、
事
柄
の
性
質
主
、

一
部
傭
船
契
約
や
箇
日
開
運
送
契
約
に

も
適
用
す
る
乙
と
が
で
き
る
。

ブ
ラ
シ
ス
海
商
法
が
運
送
人
の
補
充
運
送
ロ
叩
引
受
権
を
否
定
す
る
所
以
は
、
傭
船
者
の
責
に
帰
す
べ
き
不
積
の
場
合
に
も
倫
且
ク
傭

給
者
は
不
積
の
部
介
の
船
腹
利
用
権
を
有
す
る
と
す
る
、
ド
イ
ツ
法
に
於
け
る
一
部
放
棄
説
（
後
で
述
べ
る
）
と
同
じ
考
へ
方
を
と
る

か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
補
充
運
賃
は
傭
船
者
の
利
得
と
怒
る
。

前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
傭
給
者
の
一
部
不
積
の
場
合
運
送
人
は
補
充
運
送
品
引
受
権
を
有
し
な
い
。
不
積
の
部
分
の
船
腹
利
用
権

は
依
然
と
し
て
傭
船
者
に
属
し
て
い
る
。
と
の
よ
う
友
法
制
の
下
に
於
て
、
若
し
運
送
人
が
傭
船
者
の
承
諾
な
〈
し
て
補
充
運
送
口
聞
を

四

七



四

入

引
受
け
、
補
充
運
賃
を
得
た
と
き
、
そ
の
補
充
運
賃
は
傭
船
者
の
利
得
と
た
る
の
が
四
国
で
あ
る
。
震
し
運
送
人
が
補
充
運
賃
を
得
る
こ

と
は
不
当
利
得
で
あ
り
、
傭
船
者
に
返
還
さ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
の
よ
う
ゑ
当
然
の
事
理
を
明
か
に
す
る
た
め
、
フ
ラ
シ
ス
商

法
は
第
二
八
七
条
第
二
項
で
「
傭
船
者
ハ
全
部
傭
船
契
約
ニ
於
ケ
ル
船
舶
ノ
船
積
ヲ
補
充
ス
ル
運
送
品
一

τ対
ス
ル
運
賃
ヲ
取
得
ス
ル
」

と
規
定
す
る
。
だ
か
ら
一
部
不
積
の
補
充
の
た
め
に
、
補
充
運
送
品
を
引
受
け
た
運
送
人
は
、
傭
船
者
か
ら
支
払
を
受
け
る
金
額
と
し

て
は
、
約
定
運
賃
の
全
額
（
仏
商
法
第
二
八
八
条
第
四
項
町
）
よ
り
補
充
運
賃
額
を
控
除
し
た
差
額
を
受
領
し
う
る
に
止
る
。
若
し
補
充
運

賃
額
が
約
定
運
賃
の
金
額
を
超
え
る
と
き
は
反
対
に
傭
船
者
が
そ
の
超
過
額
を
受
領
し
う
る
。
蓋
し
、
補
充
運
賃
は
不
当
利
得
の
故
に

運
送
人
か
ら
傭
船
者
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
の
点
は
前
述
の
英
米
法
と
具
る
と
と
ろ
で
あ
る
。

第
一
及
び
第
二
項
で
述
べ
た
ブ
ラ
シ
ス
海
商
法
の
制
度
は
古
〈
は
多
数
の
国
k

の
海
法
の
模
範
と
し
て
継
受
さ
れ
た
が
、
ブ
ロ
シ
ヤ

普
通
州
法
・
オ
ラ
シ
グ
海
商
法
・
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ピ
ヤ
海
法
が
逸
早
く
と
の
立
場
を
捨
て
た
。
今
日
で
は
ブ
ラ
シ
ス
法
の
立
場
は
時
代
遅

れ
と
一
五
ク
て
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
は
は
と
も
か
く
と
し
て
、
訟
の
明
文
を
以
て
、
補
充
運
送
口
聞
の
引
受
の
問
題
を
解
決
し
て
い
る
の
は

注
目
に
依
い
す
る
。

註
（
1
）
仏
商
法
第
二
八
七
条
・
第
二
人
八
条
、
ベ
ル
ギ
ー
商
法
第
七
二
条
・
第
七
五
条
。

註
（
2
）
仏
商
法
第
二
八
八
条
第
四
百
世
「
船
舶
一
一
運
送
品
ノ
一
部
デ
モ
既
ニ
船
積
サ
レ
タ
ト
キ
ハ
残
余
ノ
運
送
品
ヲ
不
積
デ
発
航
シ
テ
モ
船
長

C
F賃

ノ
全
額
ノ
支
払
ヲ
受
ケ
凡
コ
ト
ヲ
得
ル
。
」

第
三
節

オ

フ

三ノ

ダ

法

オ
ラ
シ
グ
法
で
は
、
傭
船
者
に
よ
る
一
部
不
積
の
が
あ
ク
た
と
き
、
運
送
人
は
或
は
、
①
不
積
の
部
分
の
船
腹
に
ク
き
傭
船
契
約
の



傭船契約に於ける一部不積の補完

合
知
従
っ
て
一
部
告
知
が
敬
さ
れ
た
も
の
と
見
倣
し
、
不
積
の
運
送
口
聞
の
運
賃
の
半
額
・
海
損
分
担
金
及
び
船
長
の
報
酬
ハ
－
SHL曲
目
自
国
〉

を
損
害
賠
償
と
し
て
請
求
す
る
か
、

或
は
＠
一
部
の
船
積
だ
け
で
発
航
す
る
か
、
乙
の
何
れ
か
、

一
方
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
和
商
法
第
四
六
五
条
四
六
四
条
）
例
。

運
送
人
が
第
一
の
方
法
を
選
択
し
た
友
ら
ぽ
、
傭
船
契
約
は
不
積
の
部
介
の
船
腹
に
つ
い
て
だ
け
告
知
（
一
部
告
知
）
さ
れ
た
乙
と
に

な
る
か
ら
、
乙
の
部
分
の
船
腹
利
用
権
は
傭
船
者
の
手
か
ら
運
送
人
の
手
へ
と
復
帰
し
、
そ
れ
故
運
送
人
は
乙
の
部
分
の
船
腹
に
ク
き

補
充
運
送
品
を
引
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
至
る
。
だ
が
運
送
人
が
第
一
の
方
法
を
選
択
し
、
補
充
運
送
日
聞
を
引
受
け
、
以
て
補
充
運

賃
を
得
て
も
、
乙
の
補
充
運
賃
は
傭
船
者
の
利
得
と
な
る
。
蓋
し
、
ォ
ァ

γ
グ
海
法
で
は
空
荷
運
賃
制
度
を
採
用
せ
十
兵
体
的
、
実
質

的
損
害
賠
償
の
制
度
を
採
ク
て
い
る
か
ら
（
和
商
法
第
五
一
入
条
第
五
一
九
条
）
、
補
充
運
賃
額
だ
け
告
知
に
伴
う
損
害
が
軽
減
さ
れ
た
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
か
仏
治
ド
イ
ツ
や
日
本
の
商
法
で
は
全
部
傭
船
契
約
の
一
部
品
口
知
を
認
め
て
い
る
も
の
か
否
か
に
ク
い
て
解
釈

が
岐
れ
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
法
で
は
法
の
明
文
で
一
部
品
口
知
を
肯
認
し
て
い
る
。
海
運
国
オ
ヲ
シ
グ
の
海
商
法
が
進
歩
的
で
あ
る
証
左
は

乙
乙
に
も
そ
の
片
鱗
を
一
示
す
。
街
、

一
部
品
口
知
に
つ
い
て
は
後
で
述
ベ
る
。

若
し
運
送
人
が
第
二
の
方
法
を
選
択
し
た
た
ら
ば
、
運
送
人
は
一
部
不
積
の
ま
ま
で
発
航
し
う
る
に
至
る
が
、
発
航
に
際
し
て
は
不

積
の
物
品
の
運
賃
及
び
共
同
海
損
八
？
担
金
を
担
保
す
る
た
め
補
充
運
送
口
聞
を
引
受
け
る
と
と
が
で
き
る
（
和
商
法
第
四
六
入
条
一
項
〕

ω。

乙
の
場
合
の
補
充
運
賃
は
傭
船
者
の
利
得
と
た
る
と
法
定
さ
れ
て
い
る
（
和
商
法
第
四
六
人
条
二
項
〉
。

乙
の
場
合
、
不
積
の
部
分
の
船

腹
利
用
権
は
依
然
傭
船
者
の
手
に
残
ク
て
い
る
か
ら
、
法
は
当
然
の
乙
と
を
明
か
に
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
ォ
ラ
シ
グ
海
商
法
に
於
て
は
、
何
れ
に
し
て
も
傭
船
者
の
一
部
不
積
の
場
合
、
運
送
人
は
常
に
補
充
運
送
口
問

引
受
擦
を
有
す
る
。
た
だ
楠
充
運
賃
は
、
或
は
運
送
人
の
、
或
は
傭
船
者
の
利
得
と
友
る
。

四
三
九



四
回

O

註
｛
1
）
オ
ラ
ン
ダ
商
法
第
四
六
五
条
は
、
傭
船
者
に
よ
る
一
部
不
積
を
表
現
す
る
の
に
、
者

S
ロ
Z
同
品
。
宮
司
S
Z
Z
巴

ooF丹羽問。白
2
H
Z日目』
r
gロ

品
自
”
こ
品
。
自
古
田
併
合
nroop
問。
Z
E
r
古
田
宮
古
〔
傭
船
者
ガ
碇
泊
期
間
f

一
部
ダ
ケ
シ
カ
利
用
シ
ナ
カ
y
F
ト
キ
）
と
云
号
文
言
を
用

い
て
い
る
。

l
l口
町
民
自
主
品
2
2
1
e
ω
開

a
E
－ωd
F
Z
E
2
H
a
E
O）
参
照
。

註
（
2
）
和
商
法
第
四
六
五
条
『
注
送
人
ハ
傭
船
者
ガ
碇
泊
期
間
ノ
一
部
ダ
ケ
シ
カ
利
用
シ
ナ
カ
Y
F
ト
キ
次
／
コ
ト
ヲ
選
択
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
。

談
ハ
前
条

F

一
定
メ
ル
損
害
賠
償
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
。
設
ハ
前
条
未
頃
ノ
規
定
－
一
従
y
テ
一
部
／
船
積
ダ
ケ
デ
発
航
ス
ル
コ
ト
』
！
l
E
O

国
首
骨
宮
町
22NO
骨
ω
回同骨
r
P
E
g－
Z
E
E
－st
参
照
、
倫
一
九
二
四
年
及
び
一
九
二
七
年
の
改
正
で
は
第
四
六
四
条
・
第
四
六
五
条

．
第
四
六
八
条
等
以
改
正
さ
れ
て
い
な
い
。

註
〔
3
）
和
商
法
第
四
六
八
条
『
急
送
人
山
一
部
叉
山
全
部
J

不
積
ニ
モ
カ
カ
ワ
一
ア
ズ
発
航
ス
ル
権
利
ヲ
取
得
シ
タ
ト
キ
ハ
不
積
ノ
物
品
ノ
運
賃
及
ピ

共
同
海
損
分
担
金
ヲ
担
保
ス
ル
タ
メ
他
ノ
物
品
ヲ
船
積
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル

前
項
ノ
場
合
傭
船
者
ハ
他
／
商
人
ノ
物
口
問
ニ
ツ
イ
テ
ノ
遥
賃
ノ
上
ニ
請
求
権
ヲ
有
ス
ル
但
シ
コ
ノ
運
賃
ニ
？
イ
テ
ノ
共
同
海
損
ノ
分
担
ハ
免

除
サ
レ
ル
』
｜

1
5
容
易
】
m
m
2
5
0
宮

町

骨

E
r
g－
z
E
E
S骨
参
照
。

第
四
節

ス
カ
ン
デ
ナ
ピ
ヤ
海
法

ノ
ー
ル
ウ
ェ

1
・
ス
ウ
ェ

I
ヂ
シ
・
ヂ
シ
マ

l
F
の
海
法
は
局
所
的
に
は
異
る
と
と
ろ
が
た
い
で
は
汝
い
が
、
文
言
的
に
殆
ん
ど
同

一
の
法
律
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
三
国
の
海
法
を
併
せ
て
、
仮
に
ス
カ
シ
ヂ
ナ
ピ
ヤ
海
法
と
呼
ん
で
長
く
。

ス
カ

γ
ヂ
ナ
ピ
ヤ
海
法
第
一
三

O
条
に
よ
れ
ば
「
傭
船
者
が
第
一
一
一
一
一
一
条
・
第
二
一
六
条

（
第
二
項
で
傭
船
者
の
一
部
不
積
の
場
合
の
発

航
時
求
権
を
定
め
る
向
。

筆
者
註
）

ニ
帰
一
二
八
条
或
ハ
第
一
一
一
九
条
ノ
規
定
ニ
ヨ
ツ
テ
運
送
ヲ
中
止
シ
タ
物
口
問
一
一
ツ
イ
テ
運
賃
／
金
額

ヲ
支
払
ウ
義
務
ヲ
負
ウ
場
合
、
運
送
ノ
中
止
ニ
ヨ
ツ
テ
船
舶
／
出
費
ガ
節
約
サ
レ
グ
「
キ
ハ
節
約
費
用
／
鐙
除
ヲ
請
求
ス
ル
？
r
ヲ
得



傭船契約に於補ける一部不積の補充

ル
。
船
長
ガ
運
送
中
止
／
物
口
叩
ニ
代
ヘ
テ
他
ノ
物
品
ヲ
補
充
的
ニ
船
積
シ
グ
ナ
ラ
パ
補
充
運
送
ロ
間
ノ
運
賃
ノ
半
額
ハ
傭
船
者
ガ
支
払
義

務
ヲ
負
ウ
金
額
ヨ
リ
控
除
サ
レ
ル
」
と
。
右
第
二
二

O
条
後
段
に
よ
れ
ば
、

一
部
不
積
の
場
合
、
運
送
人
は
補
充
運
送
口
間
引
受
権
を
有

す
る
と
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
問
条
後
段
に
よ
れ
ば
、
補
充
運
賃
に
つ
い
て
は
、
運
送
人
及
び
傭
船
者
が
折
半
し
て
利
得
す
る
。
蓋
し
、

「
補
充
運
送
品
ノ

運
賃
ノ
半
額
ハ
傭
船
者
ガ
支
払
義
務
ヲ
負
ウ
金
額
ヨ
リ
控
除
サ
レ
ル
」
と
定
め
て
い
る
か
ら
で
る
る
。
他
の
立
法
例
や
判
例
法
で
は
補

充
運
賃
の
金
額
K
つ
い
て
、
或
は
傭
船
者
の
、
或
は
運
送
人
の
利
得
と
な
る
と
す
る
の
に
対
し
、

ス
カ
ン
ヂ
ナ
ピ
ャ
海
法
で
は
両
者
が

補
充
運
賃
を
折
半
し
て
利
得
す
る
点
に
具
色
を
も
ク
。

ス
カ
ン
ヂ
ナ
ピ
ヤ
海
法
の
立
法
者
が
補
充
運
送
ロ
聞
の
引
受
に
ク
い
て
、
運
送
人

及
び
傭
船
者
の
利
害
関
係
を
深
く
考
慮
し
た
事
実
が
推
察
さ
れ
る
。
但
し
そ
の
考
慮
の
結
呆
の
当
否
は
ま
た
別
で
あ
る
。

詮
（
1
｝
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ピ
ア
海
法
第
一
二
六
条
第
二
項
『
傭
船
者
ガ
運
送
品
ノ
全
部
ヲ
船
積
、
ン
ナ
イ
ト
キ
ト
態
モ
、
船
長
ハ
傭
船
者
好
不
積
ノ
物
品
一
一

対
ス
ル
総
テ
ノ
運
賃
及
ピ
不
積
ニ
ヨ
タ
テ
生
ジ
タ
費
用
ノ
賠
償
ヲ
支
払
イ
叉
ハ
支
払
ノ
声
メ
ノ
担
保
ヲ
供
ス
ル
ノ
デ
ナ
ケ
レ
バ
、
発
航
ス
ル

義
務
ヲ
負
ワ
ナ
イ
。
支
払
ノ
催
告
ガ
ナ
サ
レ
タ
ノ
ニ
モ
カ
カ
ワ
一
フ
ズ
碇
泊
期
間
品
開
了
前
一
一
支
払
叉
ハ
担
保
ノ
供
与
ガ
ナ
サ
レ
ナ
イ
ナ
一
フ
パ
船

長
ハ
当
該
傭
船
契
約
ガ
傭
船
者
ニ
ヨ
ツ
テ
解
約
サ
レ
タ
そ
ノ
ト
見
倣
ス
コ
ト
得
ル
。
コ
ノ
場
合
傭
船
者
ハ
運
賃
及
ピ
前
田
問
節
約
費
用
ノ
賠
償

ノ
支
払
義
務
ヲ
負
ゥ
。
』
ー
i
口

町

民

E
島
市
町
間

Z
旦
N
O

品
盟
関
岡
島

E
＝ω
子
的

zn色
E
2
2
参
照
。

第
五
節

i-・ 

イ

ヲ

法

V
イ
ツ
海
商
法
は
運
送
人
の
補
充
運
送
ロ
間
引
受
権
の
有
無
に
つ
き
、
何
れ
と
も
定
め
て
い
た
い
。
詳
し
く
云
へ
ば
独
商
法
第
五
七
八

条
除
、

「
運
送
人
ハ
、
約
定
運
送
回
開
ノ
全
部
／
船
積
ガ
ナ
イ

f
キ
デ
モ
荷
送
人
〔
日
本
商
法
の
用
語
に
従
へ
ば
傭
船
者
。
筆
者
註
）

ノ
請
求

四
四



四
四

＝
ヨ

q
発
航
ス
ル
コ

F
ヲ
要
ス
ル
。
但
シ
コ
ノ
場
合
運
送
人
ハ
運
賃
ノ
金
額
及
ピ
碇
泊
料
ヲ
生
ジ
グ
ト
キ
ハ
当
該
碇
泊
料
／
請
求
権
ヲ

取
得
ス
ル
外
、
運
送
口
問
ノ
不
積
ニ
ヨ
ツ
テ
運
賃
／
金
額
ニ
対
ス
ル
担
保
ヲ
欠
グ
ニ
至
ツ
グ
「
キ
ニ
限
リ
、
他
／
方
法
ニ
ヨ
ル
担
保
／
供

与
ヲ
請
求
ス
ル
コ

T
ヲ
得
ル
。
コ
ノ
外
、
不
積
ニ
ヨ
ツ
テ
運
送
人
ニ
生
ジ
タ
増
加
費
用
ノ
賠
償
ヲ
受
ケ
ル
コ

f
ヲ
得
ル
」
と
規
定
す
る

だ
け
で
、

F
イ
ツ
商
法
で
は
補
充
運
送
口
間
引
受
権
に
つ
い
て
何
ら
定
め
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
乙
乙
に
他
の
国
A

と
異
り
学
説
の
岐
れ
る

原
因
が
ひ
そ
む
。
そ
乙
で
、
次
に
は
独
商
法
第
五
七
八
条
を
め
ぐ
る
解
釈
論
を
概
観
す
る
。

第

款

運
送
人
の
補
充
運
送
口
問
引
受
権
に
ク
い
て
。

（
イ
）
補
充
運
送
口
間
引
受
権
否
定
説

ポ
イ
エ
シ
ス
mw
・
ヴ
ュ
ス
テ
ジ
下
ェ
ル
7

7

1

伺
・
パ
ッ
ベ
シ
ハ
イ
ム
伶
等
の
説
で
あ
り
、
多
数
説
と
目
さ
れ
て
い
る
。
ボ
イ
エ
ン
ス

に
よ
れ
ば
、
独
商
法
第
五
七
八
条
の
一
部
不
積
の
場
合
、
傭
船
契
約
は
一
部
不
積
に
も
か
か
わ
ら
や
依
然
全
部
が
存
続
し
、
運
送
人
は
当

該
傭
船
契
約
に
拘
束
せ
ら
れ
、
不
積
の
部
分
を
補
充
す
る
た
め
に
第
三
者
よ
り
運
送
ロ
聞
を
引
受
け
る
な
ら
ば
、
契
約
違
反
と
な
る
。
傭

船
契
約
が
発
航
前
に
告
知
（
全
部
告
知
の
こ
と
、
ボ
イ
エ
ン
ス
は
一
部
告
知
を
認
め
な
い
）
さ
れ
た
場
合
（
独
商
第
五
入
O
条
・
第
五
入
三
条
）
は

契
約
が
失
効
す
る
か
ら
、
運
送
人
は
船
舶
を
任
意
に
他
に
利
用
す
る
と
と
が
出
来
、
ま
た
発
航
後
に
告
知
さ
れ
た
場
合
〔
独
商
第
五
人
ニ

条
）
園
は
傭
船
者
は
自
己
の
権
利
を
放
棄
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
運
送
人
は
残
余
の
航
海
に
つ
い
て
運
送
債
務
を
免
れ
る
例
。

従
ク
て
運
送
人
は
告
知
さ
れ
た
部
分
の
運
送
品
を
再
陸
揚
し
た
後
、
船
舶
の
当
該
部
分
を
任
意
に
他
に
利
用
す
る
乙
と
が
出
来
る
。
し

か
し
独
商
第
五
七
八
条
の
一
一
部
不
積
が
あ
っ
て
も
約
定
の
全
航
海
が
行
は
れ
る
の
だ
か
ら
、

不
積
の
部
分
の
船
腹
に
つ
い
て
傭
船
契

約
の
一
部
告
知
が
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
注
い
。
即
ち
独
商
第
五
七
八
条
の
一
部
不
積
の
場
合
、
不
積
の
運
送
口
聞
に
ク
い
て
船
積
権

の
放
棄
｛
一
部
放
棄
｝
が
あ
っ
た
と
見
る
ベ
〈
、
従
ク
て
運
送
人
は
不
積
の
部
分
の
船
腹
を
他
に
利
用
す
る
乙
と
は
出
来
た
い
。
そ
れ
故



傭船契約に於ける一都不積の補完

運
送
人
が
若
し
も
補
充
運
送
品
を
引
受
け
た
な
ら
ば
傭
船
契
約
の
違
反
と
た
り
、
傭
船
者
の
蒙
っ
た
損
害
伊
を
賠
償
し
‘
怠
け
れ
ば
た
ら

ゑ
い
。
ポ
イ
エ
シ
ス
は
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

ヴ
ュ
ス
テ
ン
ド
ェ
ル
7

7

1

小
川
は
、

一
一
部
不
積
に
も
か
か
わ
ら
や
傭
船
者
が
発
航
請
求
を
す
る
乙
と
、
そ
れ
は
権
利
の
一
部
放
棄

（
、

H，
旦
吉
O
R
E
E
H）

で
あ
ク
て
傭
船
契
約
の
一
部
告
知
で
は
な
い
。
そ
れ
故
傭
船
者
は
依
然

ιし
て
当
該
船
腹
を
排
他
的
に
利
局
ず

る
権
利
を
も
ク
。
運
送
人
が
他
人
の
物
ロ
聞
を
繍
充
約
に
運
送
せ
ん
と
す
る
と
き
は
傭
船
者
の
同
意
を
要
し
、
ま
た
補
充
運
送
に
よ
っ
て

傭
船
者
の
運
送
口
聞
に
損
害
を
与
へ
た
と
き
は
そ
の
損
害
な
賠
償
し
怠
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
明
し
、
運
送
人
の
補
充
運
送
口
間
引
受
権

を
否
定
す
る
。

パ
ッ
ベ
シ
ハ
イ
ム
の
説
く
と
乙
ろ
も
、
ボ
イ
ェ
シ
ス
及
び
ヴ
ュ
ス
テ
ン
ド
ェ
ル
ブ
ァ

1
の
そ
れ
に
類
以
す
る
の
で
省
略
す
る
。

右
三
者
の
説
は
独
商
五
七
八
条
の
傭
船
者
の
発
航
請
求
を
船
積
権
の
一
一
部
放
棄
と
解
し
（
一
部
放
棄
説
）
そ
れ
故
に
運
送
人
の
補
充
運

送
日
間
引
受
権
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
否
定
は
純
法
理
論
だ
け
で
な
さ
れ
、
実
質
的
利
害
関
係
を
考
慮
に
入
れ
て
い
た
い
。
実

質
的
利
害
関
係
を
う
と
ん
や
る
点
に
、
と
の
説
の
弱
点
が
存
し
、
そ
れ
故
に
筆
者
に
よ
れ
ば
一
部
放
棄
説
は
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
の
で

で
あ
る
。
倫
詳
し
く
は
後
述
に
ゆ
や
る
。

註
〔
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）
回
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3
5・巴
E
含

E
E
F
O
印
z
z
o
Z
〔6
c
c
・
印
・
回
目
唱
コ
・

註
〔
2
）
認
可
白
書
w
E
O
H
r
F
2
2
N
O
S
E
E
m
g
g
E
o
r
H
O
O
F”
2
8
3
・
印
．
日
間
凶
ミ
・

註
（
3
）
HM省官
o
n
F
E
E－
四
四

m
m
ι
E
O
F
ι
g
m
2
2
0『
宮
園
口
沼
∞
｝
・
∞
－

M
O
D
F
M司自・
3
C
8
0
H
－3
『）古

E
E
F
Z
F
m
z
z
z
z
o
v
P
4耳
岡
田

05roロ品。吋

H
E
z
e
－－E
同
〔
同
喝
さ
）
・
∞
－

M
g－
但
し
、
後
者
は
原
箸
に
触
れ
る
を
得
な
い
の
で
確
か
な
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
倍
、
バ
y

ベ
ン
ハ
イ
ム

は
独
商
第
五
七
入
条
の
発
航
請
求
に
よ
り
、
傭
船
者
は
傭
船
契
約
上
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
全
面
的
に
放
棄
す
る
だ
け
で
、
不
積
の
部

分
の
船
腹
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
排
他
的
利
用
権
を
有
す
る
。
故
に
運
送
人
は
不
積
の
部
分
の
船
腹
を
補
充
す
る
た
め
補
充
超
送
品
を
引

四
四



四
四
四

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
説
く
。

駐
〔
4
ボ
イ
エ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
発
航
後
の
傭
船
契
約
の
告
知
（
独
商
第
五
入
二
条
）
は
突
は
権
利
の
放
棄
（
〈
ozrFご
で
る
り
、
従
っ
て
発
航
後

の
一
部
告
知
、
突
は
権
利
の
一
部
放
棄
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
発
航
前
の
傭
船
契
約
の
告
知
弘
純
粋
に
告
知
で
あ
り
、
従
っ
て

全
部
告
知
の
み
可
能
で
あ
っ
て
．
一
部
告
知
は
不
能
で
あ
る
と
す
る
o
d
£
f
z。
3
E－
F
P
C・
m・－酌凶

F
H
a
a・

駐
【
5
）
ボ
イ
エ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
例
へ
ば
補
充
超
送
品
の
船
積
の
た
め
に
予
定
以
上
に
船
舶
を
碇
泊
せ
し
必
て
傭
船
者
に
与
へ
た
損
害
、
或
は
傭
船

者
の
運
送
品
と
同
一
の
物
品
を
補
充
的
に
船
積
し
た
た
め
目
的
地
に
於
け
る
当
該
商
品
の
市
場
事
情
が
悪
化
し
以
て
傭
船
者
に
与
へ
た
損
害

等
を
運
送
へ
は
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。

d

可四日・出品。ロ
J
P
P
0・
∞
・
忌
0
・

駐
（
6
）
t
J
E
Z
E血
管
訟
吋

L
・
P
・。－

m－

mω
筒
、
彼
は
独
商
法
第
五
七
九
条
（
碇
泊
期
間
揃
了
ま
で
に
船
積
が
完
了
し
な
い
場
合
）
の
不
積
に
つ

い
て
も
、
傭
船
者
の
権
利
の
一
部
放
棄
だ
と
す
る
。
独
商
法
第
五
七
人
条
の
発
航
請
求
を
権
利
の
一
部
放
棄
と
解
す
る
立
場
で
は
、
独
商
法

第
五
七
九
条
の
船
積
の
渥
滞
を
も
権
利
の
一
部
放
棄
と
解
す
る
の
は
、
む
し
ろ
理
の
当
然
で
あ
る
。

（
ロ
）
繍
充
運
送
日
間
引
受
権
肯
定
説

先
づ
、
シ
ャ
ツ
プ
ス
の
説

ω
に
聞
こ
う
。

シ
ャ
ツ
プ
ス
は
補
充
運
送
日
間
の
引
受
は
船
舶
の
運
航
の
安
全
仰
の
た
め
必
要
で
あ
る
と
し

て
、
ポ
イ
エ
ン
ス
等
が
補
充
運
送
口
聞
の
引
受
を
契
約
違
反
と
見
る
の
に
対
し
、
彼
は
実
質
的
利
害
関
係
の
観
点
か
ら
運
送
人
の
補
充
運

送
ロ
聞
の
引
受
は
必
要
で
あ
り
而
か
も
権
利
で
あ
る
と
説
く
。

す
た
わ
ち
、
シ
ヤ
ヲ
プ
ス
に
よ
れ
ば
、
運
送
人
の
行
う
べ
き
航
泌
の
準
備
は
約
定
運
送
品
の
全
部
が
船
積
さ
れ
る
乙
と
を
予
定
し
て

注
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
若
し
そ
の
一
部
で
も
船
積
さ
れ
た
い
こ
と
に
山
な
れ
ば
航
海
の
準
備
も
違
ク
た
も
の
に
な
っ
て
来
る
。
例
へ
ば

約
定
運
送
品
全
部
の
船
積
を
予
定
し
て
底
荷
（
荷
脚
）

を
準
備
し
て
い
た
と
乙
ろ
、

一
部
の
不
積
が
あ
ク
た
と
し
よ
う
。
乙
の
場
合
予

め
単
備
し
た
底
荷
の
外
に
更
に
底
出
向
を
積
込
ま
な
け
れ
ば
、
船
舶
の
安
全
な
運
航
は
期
待
し
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
云
う
℃



傭船契約に於ける一部不積の補完

予
め
準
備
し
た
底
荷
以
上
に
底
荷
を
積
込
む
と
と
は
、
補
充
運
送
回
開
を
船
積
す
る
と
と
に
絞
ぺ
て
経
済
的
に
不
得
策
で
あ
る
。
他
に
物

目
聞
の
運
送
を
申
込
む
者
が
あ
る
汝
ら
ば
、
運
送
人
を
し
て
と
れ
を
引
受
け
船
積
せ
し
め
る
た
ら
ぽ
、

一
方
で
は
予
め
準
備
し
た
底
荷
を

積
込
む
だ
け
で
安
全
た
航
海
の
準
備
が
出
来
上
り
、
他
方
で
は
経
済
的
に
得
策
と
た
る
。

シ
ヤ
ヲ
プ
ス
は
底
荷
だ
け
に
ク
脅
」
右
の
事
情

を
説
明
す
る
に
止
る
が
、
問
じ
と
と
は
荷
数
（
ロ
ロ
ロ

E
問
。
）
に
つ
い
て
も
一
式
へ
る
。
と
も
あ
れ
ず
ヤ
ッ
プ
ス
に
従
へ
ば
、
と
の
よ
う
取

意
味
に
於
て
傭
船
者
が
約
定
の
通
り
に
運
送
ロ
聞
の
全
部
を
船
積
し
汝
い
と
き
、
運
送
人
は
不
積
の
物
口
聞
に
代
へ
て
補
充
運
送
口
問
を
引
受

け
る
権
利
を
有
す
る
と
と
が
肯
定
せ
ら
れ
る
。
ポ
イ
エ

γ
ス
等
の
一
式
う
よ
う
に
補
充
運
送
ロ
聞
の
引
受
は
決
し
て
傭
船
契
約
の
違
反
と
は

た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
が
V

ヤ
ヲ
プ
ス
の
論
旨
の
大
要
で
あ
る
。
彼
は
英
米
の
海
上
運
送
法
に
ク
い
て
深
い
造
詣
を
も
ち
、
純
法

理
論
よ
り
も
む
し
ろ
実
質
的
利
害
関
係
論
を
繰
り
鉱
げ
る
態
度
を
採
る
。
そ
の
点
、
肯
繋
に
依
い
す
る
も
の
を
も
っ
。

V

ヤ
ッ
プ
ス
に

な
ら
い
、
実
質
的
利
害
関
係
論
を
推
進
し
つ
つ
、
而
か
も
向
、
純
法
理
論
の
構
成
に
ク
と
め
る
の
が
、
次
に
述
べ
る
リ
ヲ
グ
ー
で
あ
る
。

註
｛
1
〉

凹

o
Z官、ロ
B

－o
z
z
o
r
o
r
2
2
Z
M
・』ロ
2
・
4
B
否
定
色
且

z
n
z
g島
田
喜
玄
・
由
－

M
g
弐・

註
（
2）

mor

・3・p
m・
o－
m－
U
師
4
・〉ロ
B
－

A
F

・

リ
ッ
グ
ー
は
り
お
司
g
n
Z
E円

N
E目
E
E
E白
岡
市
山
と
題
す
る
一
文
を
草
し
、
運
送
人
の
補
充
運
送
口
聞
の
引
受
に
つ
い
て
従
来
の
多
数

説
陀
反
駁
を
加
へ
た

o
q
ヅ
タ
ー
は
純
法
理
論
及
び
実
質
的
利
害
関
係
論
の
両
商
よ
り
運
送
人
の
補
充
運
送
口
叩
引
受
権
を
肯
認
す
る
。

＠
リ
ヲ
グ
1
の
締
法
理
論

多
数
説
が
独
商
法
第
五
七
八
条
の
発
航
請
求
の
性
質
を
権
利
の
一
一
部
於
棄
と
解
す
る
の
に
対
し
、
リ
ッ

グ
ー
は
乙
れ
を
傭
船
契
約
の
一
一
部
告
知
と
解
す
る
。
で
は
何
故
彼
が
発
航
誇
求
を
契
約
の
一
部
告
知
と
解
す
る
の
か
。
彼
は
先
づ
独
商

法
第
五
七
八
条
の
条
文
解
釈
を
試
み
る
。

「
数
商
法
第
五
七
八
条
を
文
字
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
運
送
人
は
傭
給
者
の
発
航
請
求
（
〈
0
2
田
口
問
。
ロ
品
。
同
河

as）
が
あ
れ
ば
一
部

四
四
五



四
四
六

不
積
の
ま
ま
で
も
発
航
し
怠
け
れ
ば
怒
ら
汝
く
な
る
。
何
故
な
ら
ば
一
般
用
語
例
に
従
へ
ば
、
〈

2F回
目
問
。
ロ
の
語
は
〉
白
老
町
E
n
F

の

単
友
る
宝
張
で
は
な
く
て
、
創
設
的
意
思
表
示
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
純
粋
に
文
一
言
解
釈
を
す
れ
ば
、
乙
と
で
創
設
的
意
思
表
示

と
は
約
定
運
送
口
聞
の
全
部
の
船
積
が
た
く
て
も
発
航
す
ぺ
き
所
講
発
航
義
務
の
み
な
ら
や
更
に
補
充
運
送
口
聞
を
引
受
け
も
仏
い
義
務
を
も

運
送
人
に
負
課
す
る
意
思
表
示
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
と
の
よ
う
も
仏
独
商
法
第
五
七
八
条
の
文
言
解
釈
は
何
人
か
ら
も
支
持
さ
れ
な

ぃ
。
運
送
人
の
補
充
運
送
口
間
引
受
権
を
否
定
す
る
立
場
の
人
々
さ
え
も
支
持
し
注
い
伺
」
と
。
つ
ま
り
、
リ
ヲ
グ
ー
に
よ
れ
ば
、
傭
船

者
の
発
航
請
求
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
権
利
関
係
は
、
約
定
運
送
口
聞
の
全
部
が
船
積
せ
ら
れ
か
仏
く
て
も
発
航
す
ぺ
き
、
運
送
人
の
発
航

義
務
だ
け
だ
と
せ
ら
れ
、
而
か
も
乙
の
と
と
に
ク
い
て
は
何
人
も
異
論
を
持
た
な
い
。

と
と
ろ
で
運
送
人
に
繍
充
運
送
口
間
引
受
権
放
し
と
す
る
立
場
の
人
々
は
右
の
発
杭
請
求
を
権
利
の
一
一
部
放
棄
仰
と
み
る
。
そ
と
で
り

ッ
タ
ー
は
鋒
先
を
転
じ
て
、

一
部
放
棄
説
を
非
難
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「〈
R
E口同一
g一
（
請
求
）
と
〈
O
R
R
E
（
権
利
放
棄
）
と
は
相
対

立
す
る
概
念
仰
で
あ
る
。
立
法
者
が
〈
A
W
H

］
曲
目
問
。
ロ
と
一
式
う
表
現
で
以
て
〈
O
R
－nz
の
概
念
を
表
示
す
る
と
と
を
意
図
し
た
と
は
、

主
う
し
て
も
考
へ
ら
れ
な
い
め
」
と
云
う
。
し
か
し
筆
者
は
、
リ
ヲ
グ
1
の
と
の
よ
う
た
一
部
放
棄
説
に
対
す
る
非
難
は
当
ら
な
い
と

考
へ
る
o

何
故
な
ら
ば
、

一
部
放
棄
説
に
於
て
は
、
傭
船
者
が
船
積
権
の
一
部
放
棄
を
し
売
な
ら
ば
、
傭
船
者
が
運
送
せ
ん
と
欲
す
る

運
送
ロ
聞
に
つ
い
て
は
既
に
船
積
が
完
了
し
た
と
と
に
な
り
、

と
れ
に
よ
っ
て
運
送
人
は
事
の
性
質
上
当
然
に
発
航
義
務
を
負
う
に
至

る
。
換
言
す
れ
ば
、
傭
船
者
の
主
た
る
意
図
は
船
積
権
の
一
部
放
棄
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
一
部
放
棄
に
附
随
し
て
当
然
に
運
送
人

の
発
航
義
務
の
発
生
と
云
う
権
利
関
係
の
創
設
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

一
部
放
棄
説
の
人
々
が
独
商
第
五
七
八
条
は
船
積
権
の

一
部
放
棄
と
云
う
内
容
を
発
航
の
請
求
と
云
う
形
式
で
表
現
し
て
い
る
と
、
考
へ
る
の
は
何
ら
世
一
方
一
支
へ
の
た
い
と
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
は
リ
ッ
グ
1
の
一
部
告
知
説
に
賛
成
す
る
と
と
後
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
り
ヲ
グ
1
の
猿
す
右
の
主
ろ
友
一
部
放



傭船難句に於ける一部不積の補完

棄
説
に
対
す
る
非
難
は
当
ら
及
い
と
考
へ
る
。

リ
ッ
グ
ー
は
論
述
を
続
け
て
、

「
そ
れ
に
も
拘
ら
や
一
部
放
棄
説
の
論
者
は
何
故
に

〈
0
2
m
E問
。
ロ
を
〈

R
N山口宮

と
解
さ
ね
ば
な

ち
注
い
の
か
？
向
」

と
疑
問
を
投
げ
か
け
乍
ら
、
結
局
そ
れ
は
一
部
放
棄
説
の
論
者
が
発
航
請
求
を
突
は
契
約
の
一
部
告
知
と
同
じ
よ

ろ
に
考
へ
て
い
る
か
ら
で
は
注
か
ろ
う
か
と
想
像
す
る
。
然
し
想
像
論
に
止
っ
た
の
で
は
議
論
の
放
素
で
あ
る
。

惟
う
に
、
若
し
り
ヲ
グ
ー
が
独
商
法
第
五
七
八
条
の
条
文
解
釈
に
よ
っ
て
発
崎
請
求
の
木
質
論
を
試
み
、
以
て
一
部
放
棄
説
を
非
難

せ
ん
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
一
部
放
棄
説
と
一
部
品
口
知
説
と
の
相
異
点
を
把
ら
え
、
と
の
相
違
点
の
故
に
一
部
告
知
説
が
右
の
条

文
解
釈
の
帰
結
で
あ
る
と
と
を
論
証
す
る
外
に
極
め
手
は
た
い
。
犬
体
、

一
部
放
棄
説
に
あ
っ
て
は
船
積
権
の
一
部
消
滅
を
考
へ
て
は

い
る
が
、
傭
船
契
約
関
係
の
一
部
治
減
を
考
へ
て
は
い
友
い
。
と
れ
に
対
し
一
部
告
知
説
に
あ
っ
て
は
傭
船
契
約
関
係
の
一
部
消
滅
を

考
へ
て
い
る
。
そ
乙
で
と
の
両
者
の
煮
具
は
更
に
進
ん
で
、

一
一
部
放
棄
説
に
あ
っ
て
は
不
積
の
部
分
の
船
腹
利
用
権
が
依
然
と
し
て
傭

船
者
の
手
に
あ
る
と
解
す
る
の
に
対
し
、

一
部
品
口
知
説
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
傭
船
者
の
手
か
ら
運
送
人
の
手
へ
と
復
帰
す
る
と
解
す
る

の
で
あ
る
。
両
説
に
は
と
の
上
う
な
差
異
だ
け
が
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
リ
ッ
タ
ー
が
独
商
第
五
七
八
条
の
条
文
解
釈
に
よ
ク

て
発
射
誇
求
の
本
質
論
を
試
み
、
以
て
一
部
放
棄
説
を
非
難
し
、

一
部
告
知
説
を
正
当
付
け
ん
と
欲
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
右
の
条
文
解

釈
の
帰
結
と
し
て
不
積
の
部
介
の
船
腹
利
用
権
が
傭
給
者
の
手
か
ら
運
送
人
の
手
へ
と
復
帰
す
る
と
と
を
論
証
す
る
外
に
極
め
手
は
あ

り
え
た
い
。
然
る
に
独
商
第
五
七
八
条
を
読
め
ば
知
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
条
文
解
釈
に
よ
っ
て
右
の
と
と
を
論
証
す
る
と
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
リ
ヲ

F
ー
も
お
そ
ら
く
と
の
論
証
を
独
商
法
第
五
七
八
条
の
条
文
解
釈
に
求
め
る
の
は
出
来
な
い
相
談
だ
と
考
へ
た
の
で
あ

ら
う
か
、
上
述
の
上
ろ
た
想
像
論
で
一
部
放
棄
説
を
疑
う
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

独
商
法
第
五
七
八
条
の
条
文
解
釈
か
ら
は
一
一
部
品
口
知
説
の
確
た
る
根
拠
を
見
出
す
と
と
を
得
友
い
と
考
へ
た
リ
ヲ
グ
ー
は
、
次
に
は

四
四
七



四
回
入

］
部
台
知
説
の
根
拠
を
立
法
者
の
意
思
に
求
め
る
。
後
は
一
式
ぅ
。
「
何
故
に
独
乙
商
法
が
〈
2
E盟
問
。
ロ
の
用
語
で
一
部
品
口
知
左
一
式
う
内
容

を
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
の
理
由
を
尋
ね
る
と
と
は
零
易
で
放
い
。
た
だ
一
つ
独
逸
商
法
の
起
萱
考
会
講
事
録
（
問
。
同
氏
ロ
丘
町
F

同
M

同O
H
O
－n
。目－
m
）

同
議
事
録
に
は
、
第
五
七
八
条
の
発
材
諮
問
一
求
の
効
果
左
し
て
、
運
送
入
院
総
積
あ
り
た
る
連
決
ロ
酬
に

つ
い
て
運
送
契
約
関
係
を
免
れ
る
と
と
は
で
き
た
い
。
そ
れ
は
恰
本
斡
積
あ
旬
た
る
運
送
回
開
に
ク
い
て
の
運
栄
契
約
だ
け
が
初
め
か
ら

契
約
さ
れ
た
か
の
如
く
に
履
行
さ
れ
怠
け
れ
ば
友
ら
た
い
。
空
事
ん
傭
向
者
は
ま
さ
に
と
の
運
送
契
約
の
履
行
だ
け
売
請
求
す
る
と
と
が

で
き
る
、
曹
と
記
さ
れ
て
い
る
（
傍
点
筆
者
）
。

が
之
に
答
へ
る
。

と
の
議
事
録
に
土
っ
て
、
車
問
航
の
請
求
と
一
氏
う
表
現
形
式
を
借
ク
て
契
約
の
一
部
告
知

と
云
う
内
容
が
表
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
と
が
知
れ
よ
う
。
だ
か
ら
文
一
言
上
も
独
商
法
第
五
七
八
条
で
、

民品目。

m
o－m
m
o
F目。《出。

4
包
官
官
。
品
。
ロ

Z
ロ闘。目。

F
白
血
ロ
ロ
阿
国
口
問
。
可
g
oロ
唱
可
也
一
3

・
と
せ
守
し
で
ご
岳
O
河
弘
同
ゆ
同
国
内
H
F
O
E目。

g
O
d
o－－
o
げゆ品。
c
g
E開。ロ
mw

H
白
血
ロ
ロ
同
白
口
問
R
2
0回
全

E
3
（
傍
点
筆
者
）
と
し
た
の
で
あ
る
∞
」
と
。
と
の
主
ろ
に
し
て
リ
ッ
グ
ー
は
独
商
法
の
立
法
者
の
煮
思
に

上
れ
ば
傭
船
者
の
発
杭
請
求
の
本
質
は
一
一
部
品
口
知
だ
’
と
す
る
。
立
法
者
の
煮
思
だ
け
が
僅
か
に
純
法
理
論
か
ら
す
る
一
部
告
知
説
の
是

認
の
根
拠
と
た
る
に
す
ぎ
ゑ
い
。

と
と
ろ
で
一
一
部
品
目
知
説
を
是
認
す
る
場
合
、

一
づ
の
難
関
に
行
き
当
る
。
独
商
法
五
七
八
条
は
、

一
部
不
積
の
ま
ま
で
発
航
請
求
が

も
な
さ
れ
た
と
き
、
運
送
人
は
「
運
賃
の
全
額
」
等
の
請
求
権
を
取
得
す
る
と
規
定
す
る
が
、
と
の
「
還
貨
の
全
額
」
の
中
に
空
荷
運
賃

（司白ロ民同
E
H
F
－行）

が
含
ま
れ
る
旨
を
明
言
し
て
い
た
い
。
晶
Z
＃
ん
措
干
説
に
於
て
は
、
ポ
イ
ヱ
シ
ス
仰
は
第
五
七
八
条
の
規
定
に
従
っ
て
傭

給
者
が
支
払
う
「
運
賃
の
全
額
、
」

は
実
際
に
船
積
さ
れ
た
運
送
口
聞
に
対
す
る
運
賃
即
ち
通
常
の
意
味
の
運
賃
だ
と
し
、
そ
の
一
部
に
空

荷
運
賃
を
含
ま
ゑ
い
と
解
し
、
ゲ
ェ

ス
テ

γ
F
ェ
ル
ブ
ァ

1

・
Y

干
ヲ
プ
ス
・
バ
ツ
ベ

γ
ハ
イ
ム
仰
は
傭
船
契
約
の
一
部
が
告
知
さ
れ

る
の
で
は
た
い
か
ら
、
第
五
七
八
条
の
「
運
賃
の
金
額
」
の
中
に
は
空
待
運
賃
（
B
E
R
S
n
Z）
を
含
ま
な
い
と
解
し
、
「
運
賃
の
金
額
」



傭船掛守に於ける一部不積の補充

を
F
O
O
叫
片
岡
曲
目
宮
（
小
町
谷
博
士
の
所
謂
四
T

積
運
送
賃
〕
左
呼
ぶ
。
そ
と
で
第
五
七
八
条
の
「
運
賃
の
金
額
一
」
と
云
う
表
現
は
一
部
品
口
知
説
を

否
定
し
、

一
部
放
棄
説
に
軍
配
を
あ
げ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
云
う
疑
問
が
生
や
る
。
と
の
疑
問
に
対
し

q
w
y
p
ー
は
答
へ
各
。
「
一
般

に
独
逸
商
法
は
運
賃
の
一
一
部
に
空
荷
運
賃
を
含
ん
で
い
て
も
、
必
・
干
し
も
空
荷
運
賃
と
断
る
と
止
を
し
友
い
。
独
商
法
第
五
八
二
条
・

第
五
八
八
条
・
第
六
三
八
条
及
び
第
六
四
一
条
に
一
式
う
運
賃
の
中
に
、
宮
中
待
運
賃
を
含
む
と
と
が
明
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
や
、
乙

れ
を
含
む
と
断
っ
て
い
な
い
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
第
五
八
二
条
及
び
第
六
三
八
条
で
は
法
文
を
簡
潔
に
す
る
た
め
運
賃
の
中
に

空
前
叫
運
賃
を
含
む
回
目
の
文
一
吉
田
を
入
れ
及
か
づ
た
。
同
じ
と
と
は
問
題
の
第
五
七
八
条
の
「
運
賃
の
金
額
」
に
つ
い
て
も
云
へ
る
。
す
な

わ
ち
傭
船
者
の
誇
求
に
よ
り
一
部
不
積
の
ま
ま
で
発
航
し
た
場
合
、
停
船
者
は
運
賃
の
金
額
を
支
払
う
義
務
を
負
う
。
立
法
者
は
本
条

に
於
て
も
空
荷
運
賃
の
諮
を
附
加
し
て
い
た
い
が
、
そ
れ
は
運
賃
の
全
額
が
空
荷
運
賃
で
友
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
第
五
七
八
条
の

「
運
賃
の
全
額
」
は
、
運
送
に
対
す
る
反
対
給
付
即
ち
通
常
の
意
味
の
運
賃
ぽ
か

P
で
友
く
空
荷
運
賃
を
も
含
む
と
み
て
妨
げ
友
い
。

た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
独
商
法
第
六
一
七
条
の
「
運
賃
」
及
び
共
同
海
掴
慨
を
令
認
す
べ
き
「
運
賃
」
の
中
に
は
空
荷
運
賃
は
含
ま
れ
な

い
と
と
で
あ
る
。
何
故
怒
ら
、
第
六
一
七
条
で
は
災
害
に
よ
り
滅
失
し
た
運
送
口
聞
に
つ
い
て
は
特
約
が
友
い
限
り
運
賃
の
支
払
を
要
し

も
な
い
、
と
規
定
す
る
が
、
船
積
－
な
き
物
ロ
聞
が
航
海
中
に
滅
失
す
る
と
と
は
あ
り
得
ゑ
い
か
ら
で
あ

p
、
ま
た
船
積
ゑ
き
物
口
問
が
共
同
海

、
J

損
に
際
し
て
共
同
の
危
険
を
免
れ
る
と
と
も
あ
り
得
友
い
か
ら
で
あ
る
仰
」
。
リ
ヅ
グ
ー
は
と
の
よ
う
に
述
べ
乍
ら
、
彼
の
説
く
一
部

告
知
説
が
独
商
法
第
五
七
八
条
に
一
民
う
「
運
賃
の
全
額
」
友
る
文
言
と
の
関
係
で
難
関
に
逢
着
す
る
も
の
で
な
い
と
と
を
明
に
す
る
。

註
（
1
）
E
z
o
J
2
0
吋

E
o
r
Z
E
N
n
E
N
E仏
国
ロ
同
・
問
自
旬
開
の
N．
H
M
・
問
。
3
5
8・
ザ
・
怠
む
な
．

註
〔
2
）

同

C
S
F
P
P
C
・
S
－
S唱
t
a－－

註
〔
3
）
独
逸
民
法
第
三
九
七
条
で
は
債
務
の
免
除
は
債
権
放
棄
契
約
に
よ
っ
て
な
す
ベ
き
こ
と
を
規
定
す
る
が
、
独
商
法
第
五
七
八
条
の
発
航
請
求

の
本
質
を
船
積
権
の
一
部
放
棄
と
み
る
人
々
〔
一
部
放
棄
説
）
は
、

ζ

の
放
棄
を
独
民
法
に
対
し
例
外
を
な
す
傭
船
者
の
単
独
放
棄
と
み
て
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い
る
よ
う
で
ら
る
。

註
（
4
）
〈
2
－吉岡

g
は
権
利
関
係
を
創
設
す
る
と
一
五
う
意
味
で
創
設
的
形
成
行
為
で
る
る
の
に
対
し
、
〈
O
B
O
E
は
権
利
関
係
を
消
渉
せ
し
め
る

と
一
再
う
意
味
で
廃
棄
的
形
成
行
為
で
あ
る
か
ら
‘
両
者
は
相
対
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す
る
概
念
で
ら
る
。

註
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註
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註
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ロ血管『
F
P
P
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m－
M
g
F
ロR
m
o
r
a唱
p
p
p
。・

ω印
M
U
H
J
a
1
5
E
E
L－
P

0・
日
恒
白
・
然
し
一
部
告
知
説
を
と
る
な
ら

ば同町
m
E
P
S
Z
と
戸
。
2
p
p
o
Z
と
を
使
い
分
け
る
必
要
は
な
い
。

註
〔
時
）

E
5
p
p
p

。－
f

品
目
。

I
a
r

。
リ
ッ
タ
ー
の
実
質
的
利
害
関
係
論

と
と
で
は
リ
ツ
グ
ー
は
、
補
充
運
送
品
の
引
受
に
よ
ク
て
運
送
人
が
利
議
を
受
け
る
の
み
な

ら
や
傭
船
者
も
亦
利
誌
を
受
け
、
而
か
も
両
者
の
利
害
は
相
衝
突
せ
や
却
っ
て
一
致
す
る
か
ら
、
運
送
人
の
補
充
運
送
口
問
引
受
権
を
肯

定
す
べ
き
だ
と
論
や
る
。
即
ち
彼
の
実
質
的
利
害
関
係
論
は
概
ね
次
の
如
〈
で
あ
る
。

⑤
傭
船
者
の
利
害
関
係

「
傭
船
者
は
運
送
ロ
聞
が
迅
速
旦
ク
正
当
に
（
ω
n
F
Sロ
ロ
ロ
品

E
E
m）
運
送
さ
れ
る
と
と
に
利
害
関
係

を
も
ク
。

一
部
不
積
の
場
合
傭
船
者
に
と
っ
て
事
実
上
の
運
賃

（
約
定
の
所
謂
運
賃
の
み
な
ら
ず
‘
増
加
費
用
・
損
害
賠
償
金
・
そ
の
他
運

送
に
要
す
る
費
用
を
併
せ
た
意
味
の
運
賃
の
こ
と
。
筆
者
註
）
は
不
積
に
応
じ
て
高
〈
怒
る
。
何
故
な
ら
ば
傭
給
者
は
一
部
不
積
の
場
合
に

は
増
加
費
用
を
賠
償
し
、
運
送
口
聞
の
不
足
に
応
じ
て
減
少
し
た
担
保
の
補
充
を
行
わ
ね
ば
な
ら
歩
、
そ
の
他
発
生
し
た
損
害
を
賠
償

し
な
け
れ
ば
な
ら
ゑ
い
か
ら
、
事
実
上
の
運
賃
は
そ
れ
だ
け
増
加
す
る
乙
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
共
同
海
損
の
場
合
運
送
人
が
船
舶

に
つ
き
負
担
す
る
海
損
介
担
額
は
運
送
品
の
不
足
に
応
じ
て
増
加
す
る
が
、
と
の
介
担
額
の
増
加
分
は
所
謂
増
加
費
用
と
し
て
傭
船



者
が
賠
償
し
怠
け
れ
ば
な
ら
ゑ
い
白
」
と
説
明
し
乍
ら
、
そ
れ
故
に
補
充
運
送
品
の
船
積
が
み
な
さ
れ
る
な
ら
ば
一
部
不
積
に
上
っ
て

生
十
ベ
き
増
加
費
用
、
そ
の
他
の
損
害
は
生
ぜ
や
、
従
っ
て
増
加
費
用
の
支
払
、
そ
の
他
の
損
害
の
賠
償
は
之
を
行
う
必
要
が
友
〈

な
る
。
乙
の
よ
う
注
意
味
に
於
て
補
充
運
送
口
聞
の
引
受
は
事
実
上
の
運
賃
の
増
加
を
防
止
す
る
と
と
が
で
き
、
傭
船
者
に
曹
と
っ
て
は

そ
れ
だ
け
利
益
と
な
る
と
説
明
す
る
。
円
リ
ッ
タ
ー
は
更
に
続
け
て
、

「
傭
船
者
は
予
め
傭
船
船
腹
の
全
部
に
つ
い
て
は
船
腹
利
用
権

を
行
使
し
友
い
回
目
を
表
示
し
て
ゐ
く
の
が
屡
K

で
あ
る
が
、
斯
る
表
示
が
た
さ
れ
る
と
云
号
事
実
は
傭
始
者
の
船
腹
利
用
権
が
補
充

運
送
ロ
聞
の
引
受
に
よ
っ
て
害
さ
れ
は
し
ゑ
い
と
と
を
事
実
を
以
て
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
論
は
右
の
と
治
り
で
あ
る
が
、

般
論
と
し
て
は
全
部
傭
給
契
約
の
場
合
傭
船
者
は
彼
が
船
積
し
た
と
同
一
の
商
品
を
他
人
が
船
積
し
た
い
と
と
に
関
し
利
誌
を
有

し
、
従
っ
て
傭
船
者
は
競
争
ロ
聞
に
よ
り
目
的
地
の
商
品
市
況
が
悪
化
し
友
い
と
と
に
利
益
を
有
す
る
、
と
説
く
の
が
多
数
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
の
よ
う
ゑ
傭
船
者
の
利
益
は
海
外
取
引
が
活
綾
な
現
本
で
は
稀
に
し
か
存
し
な
い
。
確
か
に
次
の
場
合
傭
船
者
は
利
害

関
係
を
も
っ
。
即
ち
損
害
を
受
け
易
い
運
送
目
聞
（
倒
へ
ば
砂
稽
）

に
併
せ
て
損
害
を
与
へ
易
い
物
品

（
例
へ
ば
染
料
）

を
補
充
運
送
日
間

傭船契約に於ける一部不積の補充

と
し
て
船
積
す
る
場
合
で
あ
る
。
と
の
場
合
運
送
人
は
損
害
を
与
へ
易
い
物
口
聞
を
引
受
け
る
と
と
を
止
め
、
他
に
補
充
運
送
口
聞
を
求

む
べ
き
で
あ
る
。
若
し
万
が
一
に
も
損
害
を
与
へ
易
い
物
品
の
引
受
を
強
行
し
た
と
き
は
、
運
送
人
は
そ
の
補
充
運
送
口
問
に
よ
っ
て

本
来
の
運
送
口
聞
に
損
害
を
与
へ
な
い
上
う
に
注
意
す
る
義
務
を
負
う
」
と
述
べ
、
補
充
運
送
口
聞
の
引
受
に
よ
っ
て
傭
船
者
は
利
益
を

受
け
と
そ
す
れ
、
殆
ん
ど
の
場
合
不
利
益
を
蒙
る
も
の
で
友
い
と
論
や
る
。

②
運
送
人
の
利
害
関
係

「
運
送
人
は
運
送
行
為
に
対
し
反
対
給
付
と
し
て
運
賃
の
支
払
を
受
け
る
と
云
う
利
益
を
有
す
る
の
み

な
ら
歩
、
約
定
運
送
口
聞
の
全
部
を
船
積
し
て
発
航
す
る
と
と
に
ク
い
て
も
亦
利
益
を
有
す
る
。
即
ち
第
一
に
約
定
運
送
口
聞
の
全
部
を

船
積
し
た
場
合
運
送
人
は
法
定
質
権
に
よ
ク
て
運
賃
の
金
額
に
つ
き
確
実
な
担
保
を
取
得
す
る
と
’
と
が
で
き
る
mwo

第
二
に
約
定
運

四
五



四
ヨ王

送
口
聞
の
全
部
を
船
積
し
た
場
合
に
だ
け
共
同
海
損
を
分
担
す
べ
き
三
つ
の
財
産
（
船
舶
・
運
賃
・
運
送
品
）
の
夫
A

れ
の
分
担
額
が
均

衡
を
保
ク
に
至
る
例
。
第
三
に
約
定
運
送
口
聞
の
全
部
を
船
積
し
た
場
合
に
だ
け
船
長
は
積
荷
関
係
人
の
代
理
人
と
し
て
正
当
に
そ
の

権
限
を
行
使
し
得
、
以
て
運
送
人
及
び
積
荷
関
係
人
の
利
議
を
擁
護
す
る
と
と
を
得
る
仰
」
と
述
べ
る
。
と
と
ろ
で
一
部
不
積
の
場

合
運
送
口
聞
の
不
足
の
た
め
、
実
際
に
積
込
ん
だ
運
送
口
聞
の
上
の
法
定
質
権
を
実
行
し
た
だ
け
で
は
、
約
定
運
賃
の
全
額
の
弁
済
を
受

け
ら
れ
な
い
虞
が
生
や
る
乙
と
が
あ
る
。

と
の
虞
あ
る
場
合
に
限
ク
て
運
送
人
は
傭
船
者
に
対
し
、

担
保
の
不
足
を
補
充
す
る
た

め
、
補
充
的
に
担
保
の
供
与
を
請
求
す
る
と
と
が
で
き
、
ま
た
請
求
し
て
も
担
保
が
供
与
さ
れ
な
い
限
り
発
航
を
拒
絶
す
る
と
と
が

で
き
る

（
独
商
第
完
七
入
条
）
。

だ
か
ら
一
部
不
積
の
場
合
、
運
送
人
は
右
の
第
一
点
に
ク
い
て
不
利
益
を
蒙
る
と
は
考
え
ら
れ
な

ぃ
。
し
か
し
第
二
点
に
つ
い
て
は
、

一
部
不
積
の
場
合
傭
船
者
の
共
同
海
損
分
担
額
は
不
積
の
割
合
に
応
じ
て
減
少
し
却
ク
て
運
送

人
の
令
担
額
が
と
れ
に
応
じ
て
増
加
す
る
。
運
送
人
は
と
の
増
加
額
を
第
五
七
八
条
の
増
加
費
用
と
し
て
請
求
す
る
と
と
が
で
き
る

け
れ
ど
も
、
と
の
請
求
権
に
つ
い
て
は
予
め
担
保
の
供
与
を
請
求
す
る
と
と
は
で
き
友
い

｛
日
本
商
法
第
七
四
三
条
二
項
で
は
請
求
で
き

る
）
。

だ
か
ら
第
二
古
川
に
関
し
て
は
、

一
部
不
積
の
場
合
運
送
人
に
不
利
で
あ
る
。
運
送
人
は
と
の
不
利
を
免
れ
る
た
め
に
補
充
運

送
品
を
引
受
け
る
と
と
に
つ
き
利
益
を
有
す
る
。
リ
ヲ
グ
1
の
説
明
を
敷
約
し
て
云
え
ば
犬
休
以
上
の
よ
ろ
に
ゑ
る
。
術
第
三
点
に

ク
い
て
は
説
明
を
要
し
ま
い
。

以
上
、
⑦
傭
給
者
の
利
害
関
係
及
び
②
運
送
人
の
利
害
関
係
の
箇
所
で
紹
介
し
た
井
一
と
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、
補
充
運
送
口
聞
の
引
受

に
つ
い
て
の
傭
船
者
と
運
送
人
と
の
利
害
関
係
は
、
互
に
棺
衝
突
す
る
‘
も
の
で
は
た
く
却
っ
て
一
致
す
る
。
補
充
運
送
口
聞
の
引
受
は

傭
船
者
の
利
益
L
し
た
る
と
共
に
運
送
人
の
利
益
と
も
た
り
、
更
に
運
送
人
に
と
ク
て
は
と
れ
を
引
受
け
怠
け
れ
ば
不
利
義
と
も
な
る

も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
運
送
人
の
補
充
運
送
口
開
引
受
梅
は
傭
船
者
と
の
関
係
で
之
を
肯
定
し
て
差
支
へ
な
い
し
、
ま
た
運
送
人
と
の



傭船契約に於けるー都不積の補完

関
係
で
之
を
肯
定
す
る
と
と
と
が
必
要
で
あ
る
。
乙
れ
が
n
リ
ッ
タ
ー
の
実
質
的
利
害
関
係
論
の
要
約
で
あ
る
。

註
〔
Z

〕

E
2
0♂

p
p
。
・
由
司
・

AF2
．

註
（
2
）
運
送
品
の
一
部
不
績
の
場
合
は
実
際
に
運
送
し
た
運
送
品
の
価
額
が
到
達
の
後
、
受
取
る
ベ
き
運
賃
の
弁
済
に
充
て
る
の
に
不
足
す
る
虜
が

あ
る
場
合
も
存
し
よ
う
。
し
か
し
約
完
運
送
品
の
全
部
を
船
積
し
た
場
合
は
こ
の
虜
は
な
く
な
る
。

註
（
3
）
運
送
品
の
一
部
不
積
の
場
合
、
傭
船
者
の
共
同
海
損
分
担
額
は
不
積
の
割
合
に
応
じ
て
減
少
し
、
却
っ
て
運
送
人
の
分
担
額
が
摺
大
す
る
。

し
か
し
約
定
運
送
品
の
全
部
を
船
積
す
る
か
、
さ
も
な
く
ば
補
充
運
送
品
を
引
受
れ
ば
右
の
培
失
は
防
止
で
き
る
。

註
（
4
）
同
江
戸
件
。
♂

P

F

0
・
的
問
》
－

au・
第
二
款

補
充
運
賃
の
利
得
者

（
イ
）
傭
船
者
利
得
説

ボ
イ
エ
シ
ス
・
ヴ
ュ
ス
テ
シ
ド
ェ
ル
ア
ァ

l
・
パ
ッ
ベ
シ
ハ
イ
ム
等
に
よ
れ
ば
運
送
人
は
繍
充
運
送
日
間
引
受
権
を
有
し
た
い
乙
と
第

一
款
で
述
ぺ
た
如
く
で
あ
る
が
、
運
送
人
が
引
受
権
の
た
い
に
も
か
か
わ
ら
や
補
充
運
送
ロ
聞
を
引
受
け
た
と
き
、
い
っ
た
い
補
充
運
賃

は
誰
の
利
得
と
な
る
か
。

ボ
イ
エ
シ
ス
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
傭
給
者
が
一
部
不
積
の
ま
ま
で
発
航
を
請
求
し
て
も
彼
は
不
積
の
部
介
の
船
腹
の
利
用
権
を
依

然
と
し
て
保
有
す
る
の
で
、
運
送
人
が
補
充
運
送
口
聞
を
引
受
け
る
乙
と
は
傭
船
契
約
の
違
反
で
あ
り
、
運
送
人
は
傭
船
者
に
生
じ
た
損

害
を
賠
償
し
怠
け
れ
ば
ゑ
ら
ね
と
説
く
。
そ
れ
故
運
送
人
が
獲
得
し
た
補
充
運
賃
は
傭
船
者
の
犠
牲
に
於
て
利
得
し
た
も
の
即
ち
不
法

に
得
た
利
得
で
あ
る
か
ら
不
当
利
得
と
し
て
時
間
船
者
に
返
還
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
〈
川
w
o

ヴ
ュ
ス
テ
ン

F
ェ
ル
フ
ァ
ー
は
、
補
充
運
賃
は
滋
逸
民
法
第
六
四
九
条
（
注
文
者
の
告
知
権
）
的
の
類
推
適
用
に
よ
ク
て
傭
船
者
の
支

払
う
運
賃
額
か
ら
控
除
さ
れ
一
怠
け
れ
ば
な
ら
友
い
と
説
く
。
即
ち
彼
は
「
運
送
人
は
契
約
が
存
続
す
る
に
も
か
か
わ
ら
守
不
法
に
補
充

四
五
三



四
五
四

運
賃
と
一
五
う
利
誌
を
得
た
も
の
と
し
て
不
利
段
取
扱
を
受
け
ね
ば
ゑ
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
恰
も
注
文
者
の
告
知
が
あ
っ
た
場
合
に
請
負
人

が
正
当
に
取
得
し
た
利
益
を
約
定
報
酬
額
か
ら
控
除
し
友
け
れ
ば
去
ら
た
い
の
と
同
様
で
あ
る
ゆ
」
と
一
云
う
。
彼
は
一
部
不
積
の
場
合

の
発
航
請
求
は
契
約
の
一
部
品
口
知
で
は
な
く
、
権
利
の
一
部
放
棄
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
点
に
於
て
注
文
者
の
一
部
告
知
と
異
る
け

れ
ど
も
、
両
者
は
請
負
契
約
の
履
行
の
一
部
廃
止
と
云
う
点
で
類
似
す
る
が
故
に
、
独
民
法
第
六
四
九
条
が
と
の
場
合
に
類
推
適
用
さ

れ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
パ
ッ
ベ
シ
ハ
イ
ム
仰
も
同
じ
く
補
充
運
賃
は
傭
船
者
の
支
払
う
運
賃
額
か
ら
控
除
さ
れ
友
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
云
う
。

そ
の
理
由
と
し
て
彼
は
、

何
故
な
ら
ば
、

契
約
違
反
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
補
充
運
賃
の
控
除
を
要
求
し
な
い
乙
と
に
な
れ

ぽ
、
独
民
法
第
三
二
四
条
〔
債
権
者
の
責
に
帰
す
ベ
き
給
付
不
能
）

第
六
一
五
条
（
労
務
権
利
者
の
受
領
遅
滞
）

・
第
六
四
九
条
（
注
文
者
の
告

知
権
）

の
規
定
に
よ
ク
て
適
法
に
取
得
し
た
利
得
が
控
除
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
較
べ
て
、
前
者
を
よ
り
よ
く
待
遇
す
る
乙
と
に
ゑ
る
か

ら
で
あ
る
、
と
述
べ
る
。
ま
た
シ
ャ
ツ
プ
ス
は
補
充
運
送
口
間
引
受
権
を
肯
定
す
る
立
場
の
人
で
あ
り
乍
ら
、
補
充
運
賃
に
つ
い
て
は
傭

船
者
利
得
説
を
採
る
。
前
述
の
よ
う
に
シ
ャ
ツ
プ
ス
に
は
、
運
送
人
は
補
充
運
送
口
聞
を
引
受
け
る
と
と
自
体
に
利
益
を
有
し
、
そ
れ
故
に

そ
の
限
り
に
沿
い
て
補
充
運
送
口
間
引
受
権
を
有
す
る
、
と
云
ふ
意
味
の
補
充
運
送
日
間
引
受
権
肯
定
説
に
立
ク
。
だ
か
ら
補
充
運
賃
に
ク

い
て
は
傭
船
者
が
之
を
利
得
す
る
と
構
成
し
て
も
、
彼
の
引
受
権
肯
定
説
と
は
矛
質
す
る
と
と
に
は
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
V

ヤ
ッ
プ
ス
は
そ
の
傭
船
者
利
得
説
の
根
拠
と
し
て
、

「
運
送
人
は
補
充
運
賃
を
約
定
運
賃
か
ら
控
除
す
る
と
と
を
要
す
る
。
そ
れ
は
衡

平
の
観
念
及
び
独
逸
民
法
第
三
二
四
条
（
債
権
者
の
由
民
に
帰
す
べ
き
給
付
不
能
）
・
第
五
五
二
条
（
使
用
賃
借
入
が
一
身
上
の
理
由
に
よ
り
使
用
権

に
妨
害
を
受
け
た
場
合
）
・
第
六
一
五
条
（
労
務
権
利
者
の
受
領
遅
滞
）

－
第
六
一
六
条
（
労
務
給
付
者
の
一
身
上
理
由
に
よ
句
労
務
給
付
に
妨
害
を

受
け
た
場
合
）
及
び
第
六
回
九
条
〔
注
文
者
の
告
知
権
｝
等
の
規
定
の
要
求
す
る
と
と
ろ
で
あ
る
向
」
と
述
べ
る
。

要
す
る
に
傭
船
者
利
待
説
を
採
る
人
K

は
、
根
拠
の
細
部
に
於
て
具
る
と
は
一
五
い
乍
ら
、
大
綱
と
し
て
は
衡
平
の
観
念
を
そ
の
根
拠



と
し
て
い
る
。
た
だ
ボ
イ
エ
シ
ス
は
不
当
利
得
を
理
由
と
す
る
傭
船
者
利
待
説
を
採
る
が
、
彼
の
考
え
に
従
う
な
ら
ば
、
補
充
運
賃
が

不
積
の
運
送
口
聞
に
相
当
す
る
運
賃
額
を
超
過
す
る
と
き
、
傭
船
者
は
そ
の
超
過
制
酬
の
返
還
ま
で
も
請
求
し
う
る
乙
と
に
な
る
。
し
か
し

後
述
の
よ
う
に
一
部
告
知
説
を
採
る
筆
者
の
立
場
か
ら
は
運
送
人
の
補
充
運
賃
の
利
得
を
以
て
不
当
利
得
と
解
す
る
ζ

と
を
え
も
仏
い
の

で
、
ポ
イ
エ
シ
ス
の
考
え
に
は
賛
成
で
き
ゑ
い
。
ヴ
ュ
ス
テ
シ
ド
ェ

ル
7

7

1

以
下
の
衡
平
の
観
念
に
基
い
て
傭
船
者
利
得
説
を
採
る

考
え
方
は
一
考
に
値
い
す
る
も
の
を
も
ク
け
れ
ど
も
、
具
体
的
安
当
性
を
重
ん
じ
て
衡
平
の
観
念
を
簡
易
な
清
算
に
優
先
せ
し
め
る
か

、
或
は
合
目
的
性
を
重
ん
じ
て
簡
易
及
清
算
を
衡
平
の
観
念
に
優
先
せ
し
め
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
と
れ
に
ク
い
て
は
運
送
人
利
待
説

の
箇
所
で
再
言
す
る
。

註
（
1
）
問
。
3
5・
p
p
c・
m・H
m
0
・

註
｛
2
）
独
民
法
第
六
四
九
条
注
文
者
ハ
仕
事
ノ
完
成
マ
デ
何
時
デ
モ
契
約
ヲ
告
知
ス
ル
コ
ト
ガ
デ
キ
ル
。
注
文
者
ノ
告
知
ガ
7
y
F
ト
キ
ハ
請
負

人
ハ
約
定
ノ
報
酬
ヲ
詩
求
ス
ル
コ
ト
ガ
デ
キ
ル
。
但
シ
請
負
人
ハ
契
約
ノ
消
誠
ニ
ヨ
ヲ
テ
費
用
ヲ
節
約

v
叉
ハ
自
己
ノ
労
働
力
ヲ
他
一
一
周
イ

タ
コ
ト
ニ
ヨ
？
テ
取
得
シ
若
山
故
意
ニ
取
得
ヲ
怠
y
F
モ
／
ヲ
控
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
。

註
（
3
）

4
2且
o
E
O
H
P
3
F
P
C
－∞・
N

印刷・

註
（
4
）
官
官
官

Z
E
E
L－
p
c・
m・同ま・

註
（
5
）
出
。
E
3
F
P
C－
m－
M
U叶
・

傭船契約に於ける一部アド積の補充

（
ロ
）
運
送
人
利
得
説

独
商
法
第
五
七
八
条
の
発
航
請
求
に
ク
い
て
二
部
放
棄
説
を
排
斤
し
て
二
部
品
口
知
説
を
採
る
リ
ッ
タ
ー
は
、
補
充
運
賃
に
ク
い
て

は
、
そ
れ
は
運
送
人
の
利
得
と
た
る
と
主
張
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
一
一
部
告
知
説
の
立
場
で
は
、
傭
船
者
の
発
航
請
求
に
よ
ク
て
不
積
の

部
分
の
運
送
口
聞
に
ク
い
て
は
傭
船
契
約
が
〔
一
部
）
告
知
さ
れ
、
不
積
の
部
分
の
船
腹
利
用
権
は
運
送
人
の
手
に
復
帰
す
る
と
み
、
従
ジ

て
運
送
人
は
自
己
の
千
に
あ
る
船
腹
利
用
権
に
基
い
て
補
充
運
送
口
聞
の
引
受
を
行
う
と
と
が
で
き
る
と
解
す
る
・
だ
か
ら
補
充
運
賃
を

利
得
す
る
の
は
運
送
人
の
正
当
た
権
利
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
れ
が

p

，F
1
の
運
送
人
利
得
説
の
根
拠
で
あ
る
。

四
五
五



四
五
六

品
同
、
彼
は
傭
船
者
利
得
説
を
非
難
し
て
次
の
よ
う
な
意
味
の
論
述
を
試
み
る
。
即
ち
一
一
部
普
知
説
を
採
る
限
り
、
独
商
法
第
五
七
八
条

に
一
云
う
運
賃
の
一
部
を
た
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
所
謂
空
荷
運
賃
は
、
独
逸
民
法
第
六
四
九
条
に
云
う
約
定
報
酬
（
岳
叩

2HOZσ
曲
同
件
。

ぐ

OH間
三
ロ
口
問
〉
で
は
な
く
法
定
の
違
約
金
∞
で
あ
る
か
ら
、
ヴ
ュ
ス
テ
シ

F
ェ
ル
7
ァ

1
等
の
主
張
す
る
よ
う
な
独
逸
民
法
第
六
四
九

条
〔
約
定
の
報
酬
か
ら
特
知
に
よ
っ
て
請
負
人
が
得
た
利
得
を
控
除
す
べ
し
と
規
定
す
る
。
）

の
類
推
適
用
は
不
可
能
で
あ
る
。

ク
ま
bJ
一
部
品
口

知
説
の
立
場
で
は
独
逸
民
法
第
六
四
九
条
の
類
推
に
よ
ク
て
補
充
運
賃
の
控
除
を
認
め
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
若
し
仮
に
一
部
放

棄
説
に
従
う
と
し
も
補
充
運
賃
の
控
除
を
認
め
る
と
と
は
で
き
た
い
。
詳
言
す
れ
ば
、
第
五
七
八
条
に
一
五
う
「
運
賃
の
金
額
」
を
ぼ
、

ポ
イ
エ
シ
式
政
実
際
に
船
積
さ
れ
た
運
送
回
聞
に
対
す
る
運
賃
即
ち
通
常
の
意
味
の
運
賃
と
解
し
（
前
述
〉
、
ヴ
ュ
ス
デ
シ
下
ェ
ル
7

7

1

等
は
乙
れ
を

F
2ぇ
g
n
z
と
名
付
け
、
同
じ
く
反
対
給
付
た
る
運
賃
と
解
し
て
い
る
。
が
、
ひ
と
し
く
一
一
部
放
棄
説
の
理
論
に
よ
れ

ば
第
五
七
六
条
に
一
云
う
「
運
賃
の
全
額
」
の
中
に
は
空
荷
運
賃
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
独
商
法
第
五
八
七
条
第
一
項
は

「
他
ノ
運
送
回
附
仰
ヲ
運
送
さ
ず
得
グ
運
賃
ハ
空
荷
運
賃
カ
ヲ
控
除
セ
ヲ
レ
ナ
イ
」
と
し
て
、
補
充
運
賃
は
空
荷
運
賃
か
ら
控
除
さ
れ
な

い
と
定
め
る
。
補
充
運
賃
が
空
荷
運
賃
か
ら
控
除
さ
れ
た
い
た
ら
ぽ
、

仮
に
一
部
放
棄
説
に
立
つ
と
し
て
も
、
第
五
七
八
条
に
云
う

「
運
賃
の
全
額
」
か
ら
補
充
運
賃
が
控
除
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
乙
と
に
友
る
・
し
か
る
に
一
部
放
棄
説
の
論
者
は
と
の

事
理
を
無
視
し
て
補
充
運
賃
は
傭
船
者
の
支
払
う
「
運
賃
の
金
額
」
か
ら
控
除
さ
れ
る
と
云
う
。
論
理
の
矛
盾
で
あ
る
。
リ

w
J
F
ー
は

と
の
よ
う
に
し
て
、

一
部
告
知
説
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
運
送
人
利
得
説
を
力
説
す
る

ω
。

偽
り
，

p
ー
は
傭
船
者
利
得
説
の
う
ち
衡
平
の
観
念
を
根
拠
と
す
る
考
え
方
に
つ
い
て
、
乙
の
考
え
方
は
結
論
と
し
て
は
賛
成
で
き

た
い
け
れ
ど
も
、
注
目
に
値
い
す
る
考
え
方
だ
と
云
う
。
す
な
わ
ち
、

「
独
逸
商
法
の
プ
ロ
イ
セ
シ
草
案
〉
立
・

8
M
で
は
、
傭
船
者

に
補
充
運
賃
の
請
求
権
を
与
え
、
他
方
船
長
に
対
し
て
は
補
充
運
送
口
間
引
受
の
義
務
を
課
そ
う
と
企
画
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
結
局
と



の
規
定
は
魔
除
さ
れ
た
。
ミ
ッ
テ
ル
ス
グ
イ
ン
（

M
E
z
z
o
－PF
O一司同一問。円

N
a
z口
F
P
P
E円
a
o
z
g
n
z
g
河

2
z・
3
8・
HM回目・〉

は
、
右
草
案

k
r
3・
品
∞
臼
の
規
定
は
長
期
間
の
審
理
過
程
の
間
に
不
衡
平
な
規
定
だ
か
ら
排
除
し
よ
う
と
一
五
う
認
識
な
く
何
時
の
間
に

か
不
知
不
識
の
う
ち
に
葬
り
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
言
ク
て
い
る
が
、
確
か
に
右
の
規
定
は
不
衡
平
な
規
定
で
あ
る
た
め
に
排
除
さ

れ
た
の
で
は
な
い
。
極
端
に
非
合
目
的
な
規
定
で
あ
る
た
め
に
排
叫
附
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
非
合
目
的
と
せ
ら
れ
た
の
は
、
補
充
運
賃
の

控
除
が
非
常
に
頬
雑
な
計
算
手
続
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
惟
う
に
大
規
模
な
泌
外
取
引
を
行
ク
て
い
る
業
者
が
、
補
充
運
送
の
度
毎

に、

約
定
運
賃
の
う
ち
、

幾
ら
が
不
積
運
送
ロ
聞
に
相
当
す
る
運
賃
で
あ
り
、

補
充
運
賃
の
う
ち
幾
ら
が
傭
船
者
に
支
払
わ
れ
る
べ
き

か
、
を
計
算
し
た
け
れ
ば
ゑ
ら
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
業
者
に
と
り
余
り
に
も
煩
雑
で
あ
り
従
っ
て
迅
速
且
つ
反
額
約
な
取
引

は
不
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
向
」

と
指
摘
し
乍
ら
、
更
に
「
と
こ
ろ
で
元
来
、
海
上
運
送
法
に
は
合
目
的
性
の
思
想
が
基
盤
と
し
て
存

在
し
、
而
か
も
衡
平
の
観
念
に
対
し
て
優
先
的
に
取
扱
わ
れ
る
と
と
を
要
求
し
て
い
る
問
」

と
述
べ
、
結
局
、
衡
平
の
観
念
を
根
拠
と

す
る
傭
船
者
利
得
説
は
合
目
的
性
の
思
想
の
故
に
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
論
や
る
。

傭船契約に於ける一部::f'積の補寛

以
上
の
よ
う
に
し
て
、

一
部
告
知
説
を
採
る
限
り
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
補
充
運
賃
は
運
送
人
の
利
得
と
た
る
と
す
る
運
送
人

利
得
説
が
結
論
さ
れ
る
。
独
乙
商
法
は
全
部
傭
船
契
約
（
第
五
七
入
条
）
の
場
合
の
補
充
運
賃
に
ク
き
明
文
を
以
て
利
得
者
を
定
め
て
い

友
い
か
ら
、
右
の
解
釈
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
け
れ
ど
も
、

一
一
部
傭
船
契
約
（
第
五
人
七
条
）

及
び
箇
口
問
運
送
契
約
（
第
五
八
八
条
）

の

場
合
の
補
充
運
賃
に
ク
い
て
は
明
文
を
以
て
傭
船
者
の
利
得
と
な
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
そ
乙
で
右
の
三
ク
の
場
合
を
統
一
的
に
考
え

る
な
ら
ば
、
金
部
傭
船
契
約
の
場
合
、
補
充
運
賃
は
傭
船
者
の
利
得
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
云
う
疑
問
が
生
や
る
。

P
ッ
タ

ー
は
と
の
疑
問
に
答
え
て
、

「
独
逸
海
商
法
は
合
目
的
性
の
思
想
を
重
要
侃
し
て
一
般
的
に
補
充
運
賃
の
控
除
を
認
め
な
い
。
即
ち
第

五
八

O
条
・
第
五
八
二
条
・
第
五
八
五
条
・
第
五
八
九
条
等
で
は
明
か
に
控
除
を
認
め
て
い
た
い
。
反
面
例
外
的
に
控
除
を
認
め
る
規

四
五
七



四
五
八

定
も
ニ
・
＝
一
あ
る
。
第
五
八
四
条
は
、
空
荷
運
賃
ト
シ
テ
金
額
ヲ
支
払
ハ
ネ
パ
ナ
ラ
ナ
ィ
。
但
、
v
運
送
人
ガ
契
約
ノ
解
除
ニ
ヨ
ヅ
テ
費

用
ヲ
節
約
、
v
且
ヅ
ソ
ノ
他
運
賃
ヲ
得
ル
機
会
ヲ
持
ツ
グ
「
推
定
シ
ウ
ル
ヨ
ウ
ナ
事
情
ガ
ア
ル
時
ニ
限
リ
、
コ
ノ
額
ヨ
リ
相
当
ナ
部
分
ヲ

控
除
ス
ル
、
と
規
定
し
、
ま
た
第
五
八
七
条
及
び
第
五
八
八
条
は
、
運
送
人
ガ
引
渡
ノ
ナ
イ
運
送
口
問
ニ
代
へ
テ
受
取
ツ
グ
運
送
日
間
ニ
対

ス
ル
運
賃
ハ
右
／
運
賃
ノ
金
額
ヨ
リ
控
除
ス
ル
、
と
規
定
す
る
。
乙
の
三
ク
の
規
定
の
場
合
は
例
外
的
に
衡
平
の
観
念
が
合
目
的
性
の

思
想
に
優
先
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
外
的
に
控
除
を
許
す
規
定
が
存
す
る
が
故
に
、
商
法
が
明
文
を
以
て
控
除
を
規
定
し
て
い
な
い

場
合
と
り
わ
け
第
五
七
八
条
の
場
合
に
も
控
除
を
な
す
べ
き
だ
と
論
十
る
と
と
は
で
き
な
い
。
明
文
の
な
い
場
合
に
は
む
し
ろ
一
般
の

原
則
に
従
ク
て
控
除
を
認
め
な
い
と
解
す
る
の
が
正
し
い
例
」

と
述
べ
る
。

以
上
、

q
w
y
p
ー
は
そ
の
一
部
告
知
説
の
立
場
か
ら
運
送
人
利
得
説
を
正
当
付
け
る
の
。

註
（
1
」
拙
稿
・
傭
船
契
約
の
任
意
告
知
に
伴
う
抑
止
荷
運
賃
制
度
前
掲
二
六
一
一
員
以
下
参
照
。

註
〔
2
）
傭
船
契
約
の
告
知
に
よ
っ
て
当
該
超
怠
品
と
は
異
る
、
他
人
の
物
品
を
運
送
す
る
場
合
で
る
る
。
こ
の
場
合
も
袖
充
起
怠
品

色白ロ同－
N
ロ

zs’含ロ
m－
E
Z
S
E
a
s司
問
。
）
と
紘
せ
ら
れ
る
。

註
｛
3
）
宣
言
♂

R
F
C
・
2
・8
u
t
a∞
要
約
。

註
〔
4
）
〔
5
）
同
＝
z
p
p
P
3・国司・

8
日

F
A
p
g・

註
〔
6
】

z
z
o
p
F
P
C－印可－

a
a
F
S吋
・

註
（
7
）
リ
ヅ
タ
ー
は
独
商
法
第
五
七
人
条
の
発
航
請
求
に
闘
す
る
一
部
告
知
説
は
、
そ
の
ま
ま
同
第
五
七
九
条
即
ち
傭
船
が
船
積
を
遅
滞
し
て
碇
泊

期
間
を
徒
過
し
た
場
合
に
当
て
は
ま
る
と
一
五
号
。
彼
の
立
場
か
ら
は
当
然
の
こ
と
で
る
る
。
4

一・

HC20吋・

F
P
C－
m司・
8
由・

〔同
a
m
w
n
N
F
9

・



第
三
章

日

本

法

我
海
商
法
は
独
逸
海
商
法
を
継
受
し
、
独
商
法
第
五
七
八
条
に
近
似
す
る
第
七
四
三
条
を
置
く
。
そ
と
で
商
法
第
七
四
三
条
で
は
独

逸
法
と
同
様
に
運
送
人
の
補
充
運
送
口
間
引
受
権
に
つ
き
肯
定
も
否
定
も
し
な
い
。
解
釈
に
頼
る
外
な
い
。
と
乙
ろ
で
と
の
解
釈
と
し
て

は
第
一
章
で
紹
介
し
た
小
町
谷
博
士
の
引
受
権
否
定
説
及
び
傭
船
者
利
得
説
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
目
而
し
て
博
士
の
説
の
根
拠
と

‘
な
る
の
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
商
法
第
七
四
三
条
の
発
航
請
求
を
船
積
権
の
一
一
部
放
棄
ご
部
放
棄
説
）
と
解
し
、
傭
船
契
約
の

一
一
部
告
知
（
一
部
告
知
説
）
と
解
せ
ら
れ
友
い
点
に
存
す
る
。

筆
者
は

q
汐

F
1
に
一
示
唆
を
受
け
て
一
部
放
棄
説
に
疑
問
を
い
だ
く
。
そ
し
て
商
法
第
七
四
三
条
の
発
航
請
求
を
傭
船
契
約
の
一
部

傭船契約に於ける一部不積の補完

告
知
と
解
し
た
い
。
以
下
、
筆
者
の
一
部
告
知
説
と
も
称
す
べ
き
考
え
を
纏
め
て
み
た
い
。

第

節

全
部
傭
船
契
約
の

一
部
告
知
は
可
能
で
あ
る
か

一
部
放
棄
説
の
批
判
に
入
る
に
先
立
ち
、
先
づ
全
部
傭
船
契
約
の
一
部
を
発
航
前
に
任
意
告
知
す
る
と
と
が
可
能
か
ど
う
か
を
考
え

た
い
・
と
云
う
の
は
、
従
来
の
我
国
の
海
法
学
徒
の
よ
う
に
、
傭
船
契
約
の
任
意
告
知
は
、
全
部
告
知
だ
け
が
可
能
で
、

一
部
告
知
は

不
可
能
だ
と
云
う
と
と
に
怠
れ
ば
、
商
法
第
七
四
三
条
の
発
航
請
求
を
一
部
告
知
と
解
す
る
一
部
告
知
説
は
成
立
し
え
友
〈
た
る
か
ら

四
五
九



四
六

O

で
あ
る
。
だ
か
ら
一
一
部
告
知
説
を
正
当
付
け
る
に
は
、
先
づ
傭
船
契
約
の
一
部
告
知
が
可
能
で
あ
る
乙
と
を
論
証
し
友
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ。

F
イ
ヅ
で
は
一
部
品
口
知
説
を
採
る
リ
ッ

F
ー
は
勿
論
で
あ
る
が
、
ヴ
ュ
ス
テ
ン
ド
ェ
ル
ブ
ァ

1

∞－
v
yヂ
シ
マ
イ
ャ

1
ω

が
一

部
告
知
は
可
能
だ
と
云
ク
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
海
商
法
が
一
一
部
告
知
を
明
文
で
認
め
て
い
る
の
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
我
国
に

お
い
て
、
発
航
前
の
一
一
部
告
知
が
不
可
能
だ
と
明
言
さ
れ
る
の
は
小
町
谷
博
士
で
あ
る
。
博
士
は
そ
の
理
由
と
し
て
、

「
商
法
第
七
四

三
条
若
ク
ハ
第
七
四
四
条
ニ
徴
シ
テ
明
ナ
ル

t
コ
ロ
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
‘
活
シ
消
極
的
ニ
解
ス
ル
ト
キ
（
一
部
告
知
を
許
す
と
き
）
ハ
船

船
所
有
者
ハ
依
然
「
V

テ
或
程
度
ニ
於
テ
傭
船
契
約
一
一
拘
束
セ
ラ
レ
、
任
意
－
一
第
三
者
t
傭
船
契
約
ヲ
締
結
ス
ル
コ

T
ヲ
エ
丸
シ
テ
甚

シ
キ
不
利
益
ヲ
蒙
ル
－
一
室
ル
へ

P

然
カ
モ
商
法
第
七
四
五
条
カ
傭
船
者
ニ
任
意
解
除
権
ヲ
認
メ
ダ
ル
趣
旨
屯
亦
傭
船
者
カ
法
定
額
ノ

解
約
運
送
賃
ヲ
支
払
ウ
f
キ
ハ
、
仮
令
之
レ
一
一
任
意
解
除
権
ヲ
与
ワ
ル
そ
船
舶
所
有
者
ハ
一
方
ニ
於
テ
解
約
運
送
貸
ヲ
待
ル

T
共
ニ
他

方
エ
於
テ
船
舶
ヲ
自
由
ニ
他
エ
利
用
ス
ル
ロ

t
ヲ
得
ヘ
キ
カ
故
ェ
、
基
シ
キ
不
利
益
ナ
カ
ル
ヘ
シ
ト
看
倣
シ
グ
ル
ニ
依
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ

以
テ
ナ
り
伺
」

と
説
き
乍
ら
、

一
部
告
知
を
許
す
ゑ
ら
ぼ
、
全
部
告
知
の
場
合
に
比
し
．
運
送
人
に
不
利
益
を
与
え
る
乙
と
に
な
る
。

従
ク
て

一
部
品
口
知
は
一
汗
さ
れ
も
仏
い
と
論
ぜ
ら
れ
る
。

し
か
し
私
見
に
よ
れ
ば
、
傭
船
者
に

一
部
告
知
権
あ
り
と
解
釈
す
る
立
場
に
あ

ク
て
は
、
運
送
人
が
（
一
部
）
告
知
の
た
さ
れ
た
部
分
の
船
腹
を
他
に
使
用
し
、
乙
の
部
分
だ
け
に
つ
い
て
第
三
者
と
運
送
契
約
を
締
結

す
る
乙
と
は
、

（
一
部
）
告
知
の
効
呆
と
し
て
、
当
然
に
運
送
人
の
権
利
と
な
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
だ
だ
一
一
部
品
口
’
知
の
場
合
は
全
部
告

知
の
場
合
に
較
ベ
て
、
他
に
運
送
口
聞
を
見
出
す
乙
と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
点
、

法
定
賠
償
金
た
る
空
荷
運
賃
戸
小
町
谷
博
士
以

解
約
運
送
賃
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る
）
を
全
部
告
知
の
場
合
の
如
く
約
定
運
賃
の
半
額
に
止
め
十
、
後
述
の
よ
う
に
、

「
告
知
の
あ
ク
た
部
分

に
相
当
す
る
運
賃
」
の
金
額
に
ま
で
増
額
し
、
結
局
、

「
告
知
念
き
部
分
に
相
当
す
る
運
賃
」
と
空
待
運
賃
と
を
合
計
し
て
「
当
初
に

約
定
し
た
運
賃
の
全
額
」
を
傭
船
者
か
ら
運
送
人
に
支
払
わ
し
め
る
な
ら
ば
、
運
送
人
の
不
利
益
は
救
済
さ
れ
る
に
至
る
。
換
言
す
れ



傭船難句に於ける一部不積の補充

ぽ
傭
船
者
に
よ
り
一
部
告
知
が
友
さ
れ
て
も
、
傭
船
契
約
の
全
部
に
つ
き
運
送
が
完
了
し
た
と
同
一

の
補
償
を
支
払
は
し
め
る
な
ら

ぽ
、
運
送
人
に
不
利
益
を
与
え
る
と
と
に
は
念
ら
訟
い
・
小
町
谷
博
士
は
説
明
を
続
け
て
、

「
或
ハ
一
部
傭
船
契
約
及
E
筒
口
開
運
送
契

約
一
T
於
テ
特
定
ノ
傭
船
者
叉
ハ
荷
送
入
力
契
約
ヲ
解
除
、
v
p
ル
場
合
一
一
ハ
、
船
舶
所
有
者
ハ
任
意
一
二
船
舶
ヲ
利
用
ス
ル
コ

F
能
ハ
サ
ル

ニ
拘
ラ
ス
法
律
カ
倫
ホ
其
解
除
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ヲ
理
由
F
V
テ
全
部
傭
船
契
約
ノ
一
部
解
除
ヲ
有
効
ナ

q
t
主
張
ス
ル
者
ナ
キ
ヲ
保
セ

ス

F
雄
モ
、

一
部
傭
船
契
約
又
ハ
荷
送
人
カ
共
同
シ
テ
契
約
／
解
除
ヲ
ナ
ス
ニ
非
ル
限
明
、
各
傭
船
者
叉
ハ
荷
送
人
ニ
一
於
デ
運
賃
／
全

額
ヲ
支
払
ウ
ニ
非
サ
レ
ハ
契
約
ノ
解
除
ヲ
ナ
ス
コ

F
能
ハ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
此
場
合
ニ

7
q
デ
モ
其
解
除
ハ
必
ス
全
部
一
二
一
リ
テ
之

ヲ
為
ス
コ

F
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ

F
解
ス
ヘ
キ
コ

T
全
部
傭
船
契
約
／
場
合
F
臭
ル
コ
ト
ナ
ク
mw
、

云
k

」
と
せ
ら
れ
、

一
部
告
知
の
詐
さ

れ
た
い
と
と
を
説
か
れ
る
。
し
か
し
小
町
谷
博
士
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、

一
部
傭
船
契
約
及
び
筒
口
開
運
送
契
約
に
於
て
特
定
の
俸
給

者
叉
は
荷
送
人
が
単
独
告
知
を
友
す
と
と
は
、
商
法
第
七
四
八
条
に
上
っ
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
結
局
、
博
士
の
一
部
告
知
不

能
説
は
、
商
法
第
七
四
四
条
に
土
つ
て
は

一
部
品
口
知
が
不
可
能
だ
と
云
う
に
止
り
、

反
対
給
付
た
る
運
賃
と
窪
荷
運
賃
と
を
併
せ
た

額
、
即
ち
当
初
に
約
定
し
た
運
賃
の
金
額
を
支
払
う
限
り
、

一
部
告
知
も
可
能
で
あ
り
、
詐
さ
れ
る
と
解
せ
ら
れ
る
も
の
の
如
〈
で
あ

る
。
も
ん
だ
博
士
に
あ
っ
て
は
、
約
定
運
賃
の
金
額
を
支
払
づ
て
友
す
一
部
告
知
は
、
実
は
一
部
放
棄
に
外
友
ら
な
い
、
と
さ
れ
も
の
の

如
〈
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
次
節
で
述
べ
る
如
く
所
謂
一
部
品
口
知
と
一
附
謂
一
部
放
棄
と
は
相
異
る
概
念
で
あ
り
、
従
っ
て
約
定

運
賃
の
全
額
を
支
払
っ
て
な
す
一
部
告
知
も
本
当
の
意
味
の
一
一
部
品
口
知
で
あ
り
、

一
部
放
棄
と
み
る
と
と
は
で
き
た
い
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
運
送
は
商
品
取
引
者
の
取
引
を
補
助
す
る
補
助
行
為
で
あ
る
。
商
品
に
関
し
運
送
を
中
止
し
た
ら
よ
い
よ
ろ
ゑ
事
情

例

へ
ば
商
品
市
況
・
当
該
取
引
当
事
者
の
事
情
〕

の
変
動
が
あ
っ
て
も
、
飽
く
ま
で
も
運
送
契
約
を
履
行
し
友
け
れ
ば
た
ら
や
、
従
っ
て
告
知
を

し
て
は
注
ら
な
い
と
要
求
す
る
と
と
は
、
運
送
の
補
助
行
為
的
性
格
を
没
却
す
る
も
の
で
あ
る
。
角
を
矯
め
て
牛
を
殺
す
と
と
は
許
さ

四
，、、



四
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れ
友
い
。
と
れ
運
送
契
約
の
任
意
告
知
権
が
傭
船
者
又
は
荷
送
人
に
与
え
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
。
而
し
て
商
品
に
関
し
運
送
を
中
止
し
た

ら
よ
い
よ
う
念
事
情
の
変
動
と
一
去
っ
て
も
、
当
該
運
送
契
約
の
運
送
口
間
企
部
に
つ
い
て
事
情
の
変
動
す
る
と
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
部

に
つ
い
て
事
情
の
変
動
す
る
と
と
も
あ
ろ
う
。
曹
と
り
わ
け
数
種
の
商
品
を
一
括
し
て
運
送
す
べ
き
と
と
を
約
し
た
よ
う
念
場
合
特
定
の

種
類
の
商
品
だ
け
に
つ
い
て
運
送
を
中
止
し
た
ら
よ
い
上
ろ
も
な
事
情
が
発
生
し
う
る
と
と
が
考
え
ら
れ
る
。
運
送
口
聞
の
一
部
に
ク
い
て

の
事
情
の
変
動
が
あ
っ
て
も
、
運
送
契
約
の
全
部
を
告
知
す
る
か
、
さ
も
な
〈
ぽ
契
約
の
全
部
を
履
行
せ
よ
と
要
求
す
る
の
は
、
傭
船
者

乃
至
は
荷
送
人
に
酷
で
あ
り
、
と
れ
ま
た
運
送
の
補
助
行
為
的
性
格
を
没
却
す
る
も
の
と
云
わ
た
け
れ
ば
友
ら
な
い
。
む
し
ろ
問
題
は
一

部
告
知
が
可
能
か
否
か
で
は
な
く
て
．
一
部
告
知
を
も
な
す
場
合
、
全
部
品
口
知
を
一
段
す
場
合
に
較
べ
て
運
送
人
に
不
利
益
が
な
い
よ
う
に
配

慮
す
る
乙
と
に
あ
る
。
ヴ
ュ
ス
テ
シ

F
L
ル
ア
ア

ー
は
一
部
品
口
知
を
認
め
二
部
告
知
に
つ
い
て
は
独
商
法
第
五
七
八
条

（
一
部
京
積
の

ま
L
で
な
す
発
航
請
求
に
関
す
る
規
定
。
日
本
商
法
で
は
第
七
四
三
一
条
）
を
類
推
適
用
し
た
ら
よ
い
と
主
張
す
る
向
。
だ
か
ら
ヴ
ュ
ス
テ
シ
下
4

ル
7

ァ
ー
に
よ
れ
ば
‘
一
部
品
口
知
の
場
合
傭
船
者
は
約
定
運
賃
の
金
額
を
支
払
う
と
と
を
要
し
、
従
っ
て
運
送
人
に
対
し
て
は
契
約
の
通

り
に
運
送
が
完
了
し
た
と
同
一
の
補
償
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
、
彼
は
全
部
品
口
知
の
場
合
に
較
べ
て
不
利
益
を
蒙
る
と
と
は
に
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
ヴ
ュ
ス
テ
シ
ド
ェ
ル
7

7

1

は
一
部
品
目
知
の
場
合
に
独
商
法
第
五
七
八
条
を
類
推
適
用
す
る
立
場
に
止
る
が
、
筆

者
は
リ
ッ
タ
ー
と
共
に
、
更
に
二
歩
進
め
て
、
独
商
法
第
五
七
八
条
〔
日
商
法
第
七
四
三
条
）

と
そ
一
部
告
知
の
場
合
の
規
定
だ
と
考
え

た
い
o

と
の
理
由
を
説
明
す
る
に
は
、
前
述
の
所
謂
一
部
放
棄
説
が
今
日
で
は
最
巴
や
承
認
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
り
二
部
不
積
の
ま

ま
で
な
す
傭
船
者
の
発
航
請
求
が
結
局
一
部
品
口
知
を
意
味
す
る
と
と
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
れ
は
次
節
で
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。

以
上
本
節
で
述
べ
た
乙
と
は
、
我
商
法
の
解
釈
上
、
傭
給
者
に
よ
る
全
部
傭
船
契
約
の
一
部
品
口
知
が
可
能
で
あ
る
乙
と
、
及
び
一
部

告
知
を
た
し
た
場
合
、
傭
船
者
は
約
定
運
賃
の
金
額
を
支
払
う
と
と
を
要
す
る
と
と
、
の
こ
つ
で
あ
る
。
角
、

一
部
告
知
の
場
合
の
空
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荷
運
賃
は
「
告
知
の
あ
ク
た
部
分
に
相
当
す
る
運
賃
」
の
金
額
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、

「
約
定
運
賃
の
全
額
」
よ
り
「
告
知
な
き
部

八
？
に
相
当
す
る
運
賃
」
を
差
引
い
た
残
額
で
あ
る
。
而
し
て
右
の
塑
荷
運
賃
の
額
が
妥
当
ゑ
額
で
あ
る
と
と
は
、

一
一
部
傭
船
契
約
及
び

筒
口
開
運
送
契
約
に
於
て
特
定
の
傭
船
者
叉
は
待
送
人
が
単
独
告
知
を
し
た
場
合
に
、
約
定
運
賃
の
全
額
を
支
払
う
と
と
を
要
す
る
と
す

る
商
法
第
七
四
八
条
及
び
第
七
四
九
条

〔
独
商
法
第
五
八
七
条
・
第
五
人
九
条
）
か
ら
推
察
で
き
る
。

註
〔
1
）
者
E
E
S
＆ぇ
F

F

P

C
・
m－
gH
は
、
傭
船
者
が
約
定
運
送
品
の
一
部
を
引
渡
し
て
い
る
と
き
、
残
部
の
不
積
の
部
分
に
つ
い
て
だ
け

任
意
告
知
権
を
行
使
す
る
こ
主
が
で
き
る
。
一
部
告
知
に
つ
い
て
独
商
法
第
五
七
八
条
の
類
推
適
用
が
る
る
と
説
明
す
る
。

註
（
2
）
ご
E
S
E釦
Fop

－”z
z
o
F
内宮崎

kprp内
宮
田
町
昌
司
ぢ

E
z
r
a
H凶
2
Z・
6
U
5
E
O
H
S－
但
し
筆
者
は
こ
の
原
典
に
タ
ヲ
チ
す
る
を
得
な
か

った。

註
〔
3
｝
小
町
谷
海
商
法
研
究
一
巻
三
一
二
頁
以
下
。
街
、
要
義
中
巻
三
、
六
回
二
頁
参
照
。

註
（
4
）
小
町
谷
研
究
一
巻
一
一
二
三
頁
。

註
（
5
）
小
町
谷
・
研
究
一
巻
＝
一
四
入
頁
及
び
要
義
中
巻
一
一
、
六
七
O
頁
に
よ
れ
ば
、
小
町
谷
博
士
は
運
賃
の
全
額
を
支
払
っ
て
な
す
一
部
告
知
は
所

詔
一
部
放
棄
に
外
な
ら
な
い
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
推
論
さ
れ
る
。

註
〔
6
〕
者
位
5
E
B噌

『

2
p
p
。・田－

ug・

第
二
節

商
法
第
七
四
三
条
の
発
航
請
求
の
本
質

傭
船
者
に
よ
る
全
部
傭
船
契
約
の
一
部
告
知
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
直
に
商
法
第
七
四
三
条
の
発
杭
請
求
の
本
質

を
一
一
部
告
知
と
解
す
る
と
と
（
一
部
告
知
説
）
は
承
認
さ
れ
伝
い
。
何
故
な
ら
ば

リ
ッ
グ

1
の
発
航
請
求
本
質
論
の
箇
所
で
指
摘
し
て
お

い
た
よ
う
に
、
商
法
第
七
四
三
条
の
条
文
解
釈
か
ら
は
之
を
一
部
放
棄
と
も
或
は
一
部
告
知
と
も
解
せ
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た

四
〆、



四
六
回

独
逸
商
法
で
は
商
法
起
草
委
員
会
議
事
録
を
引
用
し
、
立
法
者
の
意
思
が
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
一
部
告
知
説
を
肯
定
し
ろ
る
け
れ
と

も
、
我
商
法
に
於
て
は
立
法
者
の
意
思
が
一
部
放
棄
叉
は
一
部
品
口
知
の
何
れ
に
あ
っ
た
か
、
知
る
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
形
式
的
な
法
理
論
か
ら
、
発
航
請
求
の
本
質
論
を
試
み
る
の
は
、
所
詮
無
駄
な
努
力
で
あ
る
。
そ
と
で
我
々
は
純
法
理
論
か

ら
発
航
請
求
の
本
質
を
解
明
す
る
と
と
を
止
め
、
残
さ
れ
た
唯
一
の
方
法
で
あ
る
実
質
的
利
害
関
係
論
か
ら
之
を
解
明
す
る
と
と
に
し

年
4
Rノ
。

さ
て
一
部
放
棄
説
で
は
前
述
し
た
よ
ろ
に
、
不
積
の
部
外
の
船
腹
利
用
権
は
発
航
誇
求
の
後
も
依
然
傭
船
者
の
手
に
あ
る
と
解
し
、

そ
し
て
と
の
傭
船
者
の
船
腹
利
用
権
の
故
に
運
送
人
は
補
充
運
送
ロ
間
引
受
権
を
有
し
忽
い
と
論
十
る
。
然
し
一
休
、
傭
船
者
が
発
航
諾

求
の
後
も
依
然
と
し
て
不
積
の
部
令
の
船
腹
利
用
権
を
も
っ
と
と
は
、
目
前
し
て
如
何
な
る
実
益
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ

ば

一
部
放
棄
説
の
下
に
沿
い
て
、
傭
船
者
叉
は
荷
送
人
は
一
部
品
口
知
説
に
較
ペ
て
如
何
怠
る
実
益
を
有
す
る
か
。

（
イ
）
積
付
の
点
で
利
益
を
有
す
る
。
若
し
補
充
運
送
口
聞
が
船
積
さ
れ
、
本
来
の
運
送
ロ
聞
と
積
合
せ
る
と
と
に
な
れ
ぽ
、
本
来
の
運

送
口
聞
が
害
せ
ら
れ
叉
は
害
せ
ら
れ
る
虞
が
生
や
る
。
例
へ
ば
、
損
害
を
与
え
易
い
物
口
問
（
例
へ
ば
染
料
）
を
補
充
運
送
ロ
聞
と
し
て
船
積

し
、
損
害
を
受
け
易
い
本
来
の
運
送
口
問
（
例
へ
ば
砂
糖
）
と
積
合
せ
る
な
ら
ば
、
後
者
が
汚
染
し
又
は
汚
染
す
る
虞
が
生
十
る
。
傭
船

者
が
発
航
詩
求
の
後
も
依
然
と
し
て
不
積
の
部
介
の
船
腹
利
用
権
を
も
っ
た
ら
ぽ
、
彼
は
運
送
人
の
補
充
運
送
口
問
の
船
積
を
拒
絶
し

う
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な
不
利
ゑ
積
合
せ
は
行
わ
れ
え
な
い
。

（
ロ
）
早
〈
発
航
で
き
る
の
で
、
碇
泊
料
の
支
払
を
要
せ
や
又
は
そ
の
支
払
が
少
な
く
て
済
む
・

（
ハ
）
早
く
発
航
で
き
る
の
で
、
運
送
ロ
聞
を
早
〈
目
的
地
に
運
送
し
競
争
口
聞
が
な
い
か
叉
は
少
い
う
ち
に
、
高
依
で
取
引
で
き
る
。

〈
ニ
〉
競
争
口
問
を
補
充
運
送
品
と
し
て
積
込
ま
れ
る
虞
が
な
い
。
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し
か
し
傭
船
者
叉
段
荷
送
人
の
有
す
る
有
の
四
つ
の
実
縫
怠
る
も
の
は
、
文
字
通
り
に
承
認
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
。

（
イ
）
積
付
の
点
で
利
益
を
有
す
る
と
一
式
う
が
、
元
来
、
良
い
積
付
は
不
積
の
部
分
の
船
舶
利
用
権
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
ま
で
も

ゑ
く
、
運
送
人
の
契
約
上
の
義
務
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
若
し
傭
船
者
叉
は
荷
送
人
が
補
充
運
送
口
問

の
船
積
を
封
ぜ
ん
と
す
る
た
ら
ぽ
、
何
も
不
積
の
都
八
T
の
船
腹
利
用
権
を
主
張
し
友
く
て
も
、
運
送
人
に
そ
の
契
約
上
の
義
務
を
守

る
よ
ろ
要
求
し
て
之
を
封
や
れ
ば
足
り
る
。
茂
面
、
運
送
人
は
契
約
上
の
義
務
曹
と
し
て
、
良
い
積
付
を
な
し
、
良
い
状
態
で
運
送
す

る
義
務
を
負
う
が
、
彼
が
自
己
の
注
意
と
責
任
の
下
に
他
に
補
充
運
送
口
聞
を
求
め
、
本
来
の
運
送
口
問
と
一
絡
に
積
合
せ
て
差
支
え
た

い
と
判
断
す
る
も
な
ら
ば
、
即
ち
積
付
の
点
で
傭
船
者
に
不
利
議
を
与
え
た
い
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
補
充
運
送
口
聞
を
引
受
け
て
差
支

も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
の
際
傭
船
者
叉
は
荷
送
人
が
不
積
の
部
分
の
船
腹
利
用
権
を
主
張
す
る
と
と
は
無
意
味
で
あ
る
。

（
ロ
）
早
〈
発
航
で
き
る
の
で
碇
治
料
の
支
払
を
要
し
放
い
か
叉
は
そ
の
支
払
が
少
く
て
済
む
と
云
う
け
れ
ど
も
、
発
航
請
求
の

後
、
補
充
運
送
口
聞
を
船
積
す
る
党
め
に
だ
け
碇
泊
す
る
の
に
、
本
来
の
傭
船
者
が
そ
の
碇
泊
料
の
支
払
義
務
を
負
う
筋
合
は
少
し
も

友
い
。
だ
か
ら
傭
船
者
の
支
払
ろ
ベ
き
碇
泊
料
除
、
補
充
運
送
ロ
聞
の
船
積
の
た
め
一
に
碇
泊
す
る
と
と
に
よ
っ
て
は
、
増
加
し
な
い
。

（ハ）

（
ニ
）
競
争
口
同
と
の
関
係
で
有
利
だ
と
云
う
が
、
そ
れ
は
昔
の
と
と
で
あ
る
。
通
信
突
通
が
発
達
し
取
引
組
織
が
行
き
わ

た
り
旦
ク
高
度
化
し
た
現
在
、
目
的
地
に
逸
早
く
現
目
聞
を
送
り
込
ん
で
ヂ
ゲ
ガ
ケ
の
功
を
た
て
、
巨
利
を
博
そ
う
と
す
る
と
と
自
体

既
に
時
代
錯
誤
が
あ
り
、
ま
た
、
逸
早
〈
現
物
を
送
り
込
む
た
め
に
速
度
の
遅
い
船
舶
聞
を
利
用
す
る
友
ど
凡
そ
合
目
的
で
な
い
。

以
上
の
主
ろ
に
見
て
来
る
と
、
現
有
で
は
既
に
不
積
の
部
分
の
船
腹
利
用
権
を
傭
船
者
が
も
っ
と
と
に
、
実
益
は
存
し
友
〈
な
ク
売
。

従
ク
て
一
部
放
棄
説
は
往
昔
は
と
も
か
く
と
し
て
今
日
で
は
既
に
実
益
の
危
い
学
説
に
友
っ
て
し
ま
っ
た
。
加
之
、
松
波
博
士
仰
が

「
船
舶
ハ
金
P
積
込
ム
一
一
ハ
金
ク
積
込
ム
装
置
ヲ
要
シ
半
ハ
積
込
ム
ニ
ハ
叉
夫
レ
ニ
相
当
ス
ル
装
置
ヲ
要
ス
殊
ニ
復
原
カ
ヲ
保
ヴ
為
メ

四
六
五



四
六
六

ニ
底
荷
ヲ
積
込
マ
サ
ル
ヘ
カ
一
フ
サ
ル
必
要
モ
ア
リ
斯
ク
船
主
ノ
労
力
f
費
用
ヲ
場
ス
モ
ノ

T
シ
決
シ
テ
傭
船
者
／
権
利
ノ
放
棄
ニ
止
マ

ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
一
五
k

」
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
傭
船
者
が
商
法
第
七
四
三
条
に
従
っ
て
約
定
の
運
賃
の
金
額
や
不
積
に
よ
る
増
加
費
用

を
支
払
う
か
ら
と
一
去
っ
て
、
運
送
人
の
航
海
の
準
備
を
く
る
わ
し
航
海
の
安
全
を
害
す
る
が
如
き
船
積
権
の
放
棄
を
傭
船
者
に
許
す
と

一
式
ろ
と
と
は
一
考
を
要
す
る
的
。

債
権
の
如
〈
義
務
者
と
の
間
に
緊
密
な
関
係
を
生
や
る
権
利
に
あ
っ
て
は
、
物
権
と
具
り
、
義
務
者

の
利
害
関
係
を
無
『
保
し
て
一
方
的
に
権
利
を
放
棄
し
ろ
る
と
考
へ
る
の
は
妥
当
で
な
い
仰
。

繍
っ
て
船
積
権
を
放
棄
す
る
傭
船
者
が

部
放
棄
に
工
っ
て
負
担
す
る
債
務
は
、
契
約
の
一
一
部
告
知
の
場
合
に
比
し
、
決
し
て
少
く
た
る
も
の
で
も
た
い
。
傭
船
者
の
乙
の
場
合

の
債
務
は
商
法
第
七
四
三
条
で
法
定
し
て
あ
る
の
で
、

一
部
放
棄
説
叉
は
一
一
部
告
知
説
の
何
れ
を
採
っ
て
も
同
一
で
あ
る
。
と
の
よ
う

に
し
て
筆
者
は
益
k

、
一
一
部
放
棄
説
に
賛
成
す
る
乙
と
が
で
き
た
い
。

註
（
1
）
松
波
・
日
本
海
商
法
五
七
回
頁
。
た
だ
経
波
博
士
は
発
航
請
求
は
傭
船
者
の
権
利
の
放
棄
に
止
ら
な
い
か
ら
、
傭
船
者
が
契
約
よ
り
少
〈
積

込
ん
で
発
航
を
請
求
し
う
る
に
は
法
の
規
定
を
要
す
る
と
さ
れ
る
の
で
怠
る
が
、
筆
者
は
博
士
の
論
説
の
前
半
だ
け
を
一
部
放
棄
説
非
難
の

資
斜
と
す
る
に
止
る
。

註
（
2
）
印
n
Z
3
P
F
0
・
印
－

ug
問
官
。
倍
、
前
、
述
参
照
。
片
山
・
海
商
法
適
義
一
五
主
頁
は
、
全
船
ノ
船
積
ヲ
為
サ
サ
ル
コ
ト
ヲ
以
テ
単
純
ナ

ル
権
利
y
放
棄
ト
ノ
ミ
為
ス
ヘ
カ
ラ
ス
、
輩
、
y
船
積
ヲ
為
サ
サ
ル
古
為
メ
ニ
或
ハ
船
中
ノ
積
換
ヲ
要
シ
或
ハ
吃
水
ヲ
深
グ
ス
ル
為
メ
ニ
一
特
ニ

底
荷
ノ
積
込
ヲ
必
要
ト
ス
ル
等
ノ
関
係
ヲ
生
ス
、
是
レ
『
船
積
セ
サ
ル
－
一
因
P
テ
生
シ
タ
ル
費
用
』
ノ
支
払
ヲ
要
ス
ル
所
以
ナ
リ
、
と
さ
れ

る
が
、
航
海
の
準
備
と
安
全
と
の
関
係
か
ら
一
式
っ
て
、
増
加
費
用
を
支
払
う
か
ら
士
し
て
船
積
権
の
放
棄
を
認
め
る
と
一
式
ラ
考
へ
は
疑
問
で

怠
る
。

註
（
3
｝
我
妻
・
債
権
総
論
（
民
法
講
義
町
〕
二
五
六
頁
参
照
。

次
に
一
一
部
品
ロ
知
説
に
沿
い
て
は
、
不
積
の
部
分
に
つ
き
傭
船
契
約
が
（
一
部
）
告
知
さ
れ
る
と
み
、
従
っ
て
不
積
の
部
分
の
船
腹
利

用
権
は
傭
船
者
の
手
か
ら
運
送
人
の
手
へ
と
復
帰
す
る
と
解
す
る
。
そ
し
て
と
の
船
腹
利
用
権
の
復
帰
の
故
に
、
運
送
人
は
補
充
運
送
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口
開
引
受
権
を
有
す
る
と
論
や
る
。
そ
乙
で
次
に
は
、
運
送
人
が
不
積
の
部
分
の
船
腹
利
用
権
を
も
っ
と
と
は
、
如
何
な
る
人
々
に
如
何

友
る
実
益
を
与
え
る
か
、
換
言
す
れ
ば
一
部
品
口
知
説
は
如
何
な
る
実
益
を
有
す
る
か
を
検
討
し
て
み
土
ろ
。

（
イ
）
傭
船
者
に
利
誌
を
与
え
る
。

一
部
不
積
の
場
合
傭
船
者
は
商
法
第
七
四
三
条
に
従
っ
て
約
定
運
賃
の
金
額
を
支
払
う
外
、
更

に
不
積
に
止
っ
て
生
や
る
増
加
費
用
を
支
払
い
、
ま
た
請
求
が
あ
れ
ば
運
賃
乃
至
は
増
加
費
用
の
た
め
の
担
保
を
供
与
仰
し
た
け
れ

ば
な
ら
念
い
。
然
し
補
充
運
送
口
聞
の
船
積
が
あ
れ
ば
右
の
増
加
費
用
は
生
じ
な
く
な
る
。
そ
う
怒
れ
ば
傭
船
者
は
第
七
四
三
条
に
従

っ
て
増
加
費
用
の
支
払
や
そ
の
た
め
の
担
保
の
供
与
を
す
る
必
要
が
な
く
汝
る
。

乙
の
意
味
に
於
て
補
充
運
送
口
問
の
引
受
が
あ
れ

ぽ
、
傭
船
者
の
運
送
人
に
対
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
は
或
る
程
度
減
少
す
る
。
す
ゑ
わ
ち
一
一
部
品
口
知
説
を
採
る
ゑ
ら
ぼ
、
傭
船
者
に

右
の
工
う
た
利
益
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

（
ロ
）
運
送
人
に
利
益
を
与
え
る
。

一
部
不
積
が
あ
れ
ば
、
運
送
人
が
予
め
な
し
た
航
海
の
準
備
（
積
付
・
底
荷
・
荷
敷
）

に
喰
い
違

い
を
も
た
ら
し
、
惹
い
て
は
航
海
の
安
全
に
ま
で
影
饗
す
る
。
そ
ζ

で
一
部
不
積
の
場
合
、
不
積
の
物
口
聞
と
同
一
の
物
口
聞
と
か
、
そ

の
他
手
頃
念
物
口
聞
を
補
充
運
送
回
聞
と
し
て
船
積
す
る
な
ら
ば
、
予
め
準
備
し
た
通
り
の
航
海
の
準
備
だ
け
で
発
航
で
き
る
の
で
、
運

送
人
に
好
都
合
で
あ
る
の
は
勿
論
、
惹
い
て
は
航
海
の
安
全
も
、
よ
り
確
実
に
な
っ
て
来
る
。

街
、
前
述
の
主
う
に
独
商
法
第
五
七
八
条
で
は
、
不
積
に
主
っ
て
生
や
る
増
加
費
用
に
対
し
運
送
人
に
担
保
供
与
請
求
権
を
与
え

て
い
念
い
が
、
我
商
法
第
七
回
三
条
で
は
之
を
与
え
て
P
る
。
そ
乙
で
独
逸
法
の
下
で
は
運
送
人
は
不
績
に
よ
る
増
加
費
用
に
対
し

予
め
担
保
の
供
与
を
請
求
で
き
設
い
。
す
な
わ
ち
独
逸
法
の
下
で
は
運
送
人
は
二
部
不
積
の
場
合
、
増
加
費
用
の
発
生
を
防
止
す
ベ

〈
補
充
運
送
品
を
引
受
け
る
実
益
を
も
っ
。
然
し
我
商
法
の
下
で
は
増
加
費
用
に
対
し
て
予
め
担
保
の
供
与
を
請
求
で
き
る
か
ら
、

と
の
点
運
送
人
は
増
加
費
用
の
発
生
を
防
止
す
べ
く
補
充
運
送
口
問
を
引
受
け
る
実
益
は
も
た
な
い
向
。

四
六
七



四
六
人

（
ハ
）
国
民
経
済
乃
至
は
国
際
取
引
上
、
有
利
で
あ
る
。

一
部
不
積
の
ま
ま
で
発
航
し
、
手
頃
な
物
口
聞
が
船
積
港
に
集
荷
さ
れ
て
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
や
、
之
を
補
充
運
送
回
聞
と
し
て
引
受
け
な
い
と
と
は
、
国
民
経
済
乃
至
は
国
際
取
引
の
上
か
ら
不
得
策
で
あ
る
。

し
か
も
手
頃
張
物
口
聞
を
補
充
運
送
回
聞
と
し
て
引
受
け
る
と
と
に
主
っ
て
、
本
来
の
傭
船
者
に
不
利
益
を
与
へ
も
ι
い
許
り
か
、
却
っ
て

利
誌
を
与
え
る
事
情
に
あ
る
と
左
（
イ
）
で
述
ベ
た
通
h
J
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
民
経
済
乃
至
は
国
際
取
引
土
の
得
策
を
者
へ
て
差

支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

註
〔
1
）
我
商
法
第
七
四
三
条
で
は
、
運
賃
の
た
め
の
担
保
の
み
な
ら
ず
、
増
加
費
用
の
た
め
の
担
保
の
供
与
ま
で
も
傭
船
者
の
義
務
だ
と
す
る
。
独

商
法
第
五
七
入
条
は
後
者
の
担
保
の
供
与
を
認
め
な
い
。
こ
の
点
両
訟
は
相
違
す
る
。

註
（
2
）
ア
ル
ヂ
エ

y
チ

y
商
法
第
二
U
宣
三
条
一
項
は
、
運
賃
・
損
害
賠
償
の
担
保
の
た
る
、
並
び
に
運
賃
の
減
少
し
た
額
を
補
償
す
る
た
め
に
、

運
送
人
に
補
完
運
送
品
引
受
権
を
与
え
る
。
但
し
、
補
充
運
賃
の
利
得
は
傭
船
者
主
し
て
い
る
。

以
上
、
本
節
で
述
ペ
も
ん
と
と
ろ
に
工
っ
て
、

一
部
放
棄
説
が
今
日
で
は
既
に
実
稔
を
失
っ
て
し
ま
い
、

一
部
品
口
知
説
と
そ
実
誌
を
も

っ
て
い
る
と
左
を
知
る
と
・
と
が
で
き
た
。
而
し
て
形
式
的
訟
法
理
論
と
し
て
は
商
法
第
七
四
三
条
の
発
航
請
求
は
権
利
の
一
部
放
棄
と

も
契
約
の
一
部
告
知
・
と
も
解
し
ち
る
の
で
あ
る
か
ら
、
筆
者
は
、
実
質
的
利
害
関
係
を
芳
慮
に
入
れ
て
、
一
部
告
知
説
を
採
用
す
べ
き
だ

ム
）
信
や
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
‘
商
法
第
七
四
三
条
は
、
全
部
傭
船
契
約
の
一
部
告
知
の
場
合
を
規
律
す
る
条
規
と
で
あ
る
左
解
す
る
。

第
三
節

日
本
法
に
於
け
る
結
論

さ
て
一
一
部
告
知
説
を
採
用
す
べ
き
と
左
が
確
定
す
れ
ば
、
運
送
人
の
補
充
運
送
口
間
引
受
権
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
、
前
述
の
と
と
ろ
か

ち
自
ら
明
で
あ
る
。
と
の
補
完
運
送
口
間
引
受
機
肯
定
説
は
、
英
米
法
、
ォ
ヲ
シ
グ
法
及
び
ス
カ
Y
ヂ
十
ピ
ア
法
と
方
向
を
同
じ
く
す
る
。



ま
た
我
商
法
は
傭
船
契
約
の
任
意
告
知
の
場
合
、
損
害
賠
償
に
つ
い
て
空
荷
運
賃
制
度
を
採
用
す
る
か
ら
、
繍
充
運
賃
は
運
送
人
の
利

得
と
な
る
と
解
す
る
の
が
現
で
あ
る
。
蓬
し
、
一
一
部
品
口
知
に
伴
ラ
損
害
賠
償
は
空
荷
運
賃
（
発
航
前
の
一
部
省
知
に
あ
っ
て
は
告
知
の
部
分
に

相
当
す
る
約
定
鍾
賃
線
、
備
前
述
）

の
支
払
で
一
切
解
決
し
、
そ
れ
以

K
運
送
人
が
告
知
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
り
或
は
利
益
を
得
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
一
切
問
題
に
し
な
い
と
一
式
う
の
が
空
荷
運
賃
制
度
だ
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
点
、
空
荷
運
賃
制
度
を
採
用
せ
や
、
実
質
的

損
害
賠
償
の
制
度
を
採
用
す
る
英
米
法
、
オ
フ
シ
グ
法
、
ス
カ
シ
ヂ
ナ
ピ
ア
法
と
方
向
を
具
に
す
る
。
た
だ
ス
カ
シ
ヂ
ナ
ピ
ア
法
で
は

補
充
運
賃
を
折
半
し
て
運
送
人
と
傭
船
者
が
半
額
づ
ク
利
得
す
る
と
規
定
し
て
い
る
が
、

（スカ
Y
ヂ
ナ
ピ
ヤ
海
法
第
二
ニ
O
条
〉
注
目
す

ぺ
き
立
法
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
我
商
法
第
七
回
九
条
第
一
一
頃
及
び
第
七
四
八
条
第
二
項
で
は
、
運
送
人
が
他
の
運
送
日
間
よ
り
得
た
る
運
賃
即
ち
補
充
運
賃

は
傭
船
者
の
支
払
う
運
賃
額
よ
り
控
除
す
る
、
と
規
定
す
る
。
然
し
商
法
第
七
四
三
条
で
は
補
充
運
賃
の
控
除
を
規
定
し
て
い
な
い
か

ら
、
た
と
え
右
両
条
と
権
衡
を
夫
す
る
と
も
、

一
部
品
同
知
説
に
立
円
J

限
り
怨
荷
運
賃
制
度
を
採
用
す
る
我
商
法
の
下
で
は
、
控
除
を
な

傭船契約に於ける一部不積の補充

す
べ
き
で
は
な
い
。

倫

一
部
告
知
説
に
立
ク
限
り
、
商
法
第
七
四
四
条
「
船
積
期
間
経
過
／
後
ハ
傭
船
者
カ
運
送
ロ
聞
ノ
全
部
ヲ
船
積
セ
サ
ル

T
キ

T
雄

4
1

船
長
ハ
直
チ
戸
一
発
航
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
の
条
規
は
、
第
七
四
五
条
第
四
項
「
全
部
傭
船
契
約
の
全
部
告
知
の
擬
制
」
の
規
定
と
の

関
係
で
、

「
全
部
傭
船
契
約
の
一
部
品
口
知
の
擬
制
」
に
ク
い
て
の
条
規
と
解
さ
な
け
れ
ば
も
な
ら
な
い
。

〈終
P

〕

四
六
九
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